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１．はじめに

　（１）趣　旨

　四国中央市教育委員会では、四国中央市教育基本方針に基づき、学校・家庭・地域 

が一体となった学習体系の樹立、教育環境の整備、人権意識にあふれた生涯学習社会の 

構築及び地域の文化・スポーツの振興に努めています。

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律の趣旨に則り、効果的な教育行政の推進に

資するとともに、住民への説明責任を果たしていくため、この度、平成24年度事業を対

象とした「教育委員会の点検・評価」を実施し、報告書にまとめました。

　　　　　平成24年度　四国中央市教育基本方針

　国の形は｢人間の心の形｣である。その形をつくるのが教育である。

目まぐるしく変化する社会にあって、日本の文化と伝統をしっかりと踏まえ、不易と流行

を見極め、その変化に柔軟に対応して、わが国の担い手となり、国際的に貢献できる高い見

識や品格を兼ね備えた献身的な人材を育成する。

　学校･家庭･地域が一体となって、慈（いつく）しみの心や奉仕的精神を培い、礼儀を重

んじ、人が敬われ尊重される格調高い倫理観を共有し、生涯に渡る学習や体力づくりを目

指し、技芸や文芸をたしなみ、心豊かな文化の香り漂う教育環境の整備充実を図る。

　故郷は生涯忘れ得ぬ「生」の原点である。豊かな自然環境の中で、時の流れとともに発展

してきた歴史や文化、伝統を掘り起こし、継承し、その担い手となって大きな足跡を残した

先人を敬愛するとともに、その遺訓に学び、更なる誇りある故郷づくりを推進する。

　（２）点検・評価の対象

　点検・評価の対象は「四国中央市教育基本方針」に基づき策定している「教育重点施

策」に掲げる23の項目を対象としています。

　　　

　（３）点検・評価の方法

　点検・評価に当たっては、個々の施策、事業ごとの実施状況及び成果を明らかにす 

るとともに、自己評価を行いました。また、点検評価の客観性を確保するため、教育に 

関し学識経験を有する次の方々にご意見、ご助言をいただきました。

              　四国中央市教育委員会外部評価委員

委 員 長 河　村　恭　子

副委員長 三　好　　　猛

委　　員 鈴　木　　　尊

〃 大　西　廉　治

〃 藤　田　正　臣
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　（４）点検・評価結果の構成

　　 ① 施策概要  主要項目ごとの施策・事業の方向性を説明しています。

　   ② 実施状況  主要項目に分類される主な施策・事業及びその実施状況・成果を掲

                載しています。

　   ③ 内部評価　施策・事業の実施状況及び四国中央市行政評価資料等を参考に、主要

                項目について教育委員会自体が内部評価を行っています。

     ④ 外部評価委員による評価、意見　外部評価委員による評価及び主要な意見を掲載

　　　　　　　　しています。

　　　　（評価の基準）Ａ：順調、Ｂ：概ね順調、Ｃ：やや順調でない、Ｄ：順調でない
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２．教育委員会活動状況

 (1) 教育委員会委員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成25年6月30日現在）

役職名 氏　　名

委　員　任　期

摘　　要
一期目就任年月日

就任年月日

満了年月日

委  員  長 守 谷　一 郎 平成20年6月30日
平成24年6月30日

平成28年6月29日

平成25年6月30日

委員長選任

委　員　長

職務代理者
篠 原　祥 子 平成16年6月30日

平成22年6月30日

平成26年6月29日

平成25年6月30日

委員長職務代理者指定

委 　　員 近藤　達之介 平成21年6月30日
平成25年6月30日

平成29年6月29日

〃 鈴 木　千 明 平成23年6月30日
平成23年6月30日

平成27年6月29日

教　育  長 野 村　勝 廣 平成20年6月30日
平成24年6月30日

平成28年6月29日

(2) 教育委員の活動状況

　  ① 会　議　　毎月1回定例会を開催し、必要に応じて臨時会を開催した。

   平成24年度会議開催状況　　

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計

定例会 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

臨時会 1 1 2

計 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 14

　　　

　　② 平成24年度議案等の付議状況

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計

教育長報告 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

議　事 4 5 7 5 2 1 7 5 36

協議事項 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

請願処理 0

    

    ③委員協議会

　　　調査・研究、意思形成過程中の案件の協議等のため、委員協議を随時実施し、委員と

事務局との意思疎通を図った。

　　（平成24年度主な協議内容）

　　　・教育委員会視察研修について

　　　・四国中央市成人式について

3



　　　・教育要覧について

　　　・市議会提出議案について　

　　　・外部評価及び外部評価委員について

　(3) その他の活動
 　① 平成24年度教育委員視察研修

　　　日　時：平成24年4月19日（木）～21日（土）

　　　研修先：岩手県陸前高田市教委　陸前高田市立小友小学校・小友中学校　ほか

目　的：東日本大震災大津波で被災した教育現場に学び、被災の現実を風化させな 

　　　　い防災教育や予想される東南海・南海地震に備えた防災対策に万全を期す

　　  参加者：全委員（5名）

 　② 平成24年度愛媛県市町教育委員会連合会定期総会への参加

　　　日　時：平成24年7月18日（水）10：30～

　　  場　所：東温市中央公民館ほか

　　  参加者：委　員　篠原祥子

　　　  　　　委　員　鈴木千明

　　　　　  　教育長　野村勝廣

 　③ 学校行事関係参加行事

　　　4月　5日　 新規採用・転入教職員受入式　永年勤続教職員感謝状贈呈式

　　　4月 10日　 小学校入学式・中学校入学式

　　　4月 11日　 公立幼稚園入園式

　　　4月 23日　 教職員総会

      4月 25日　 新採・転入教職員人権・同和教育研修会 

　　　5月 10日～ 学校訪問（幼稚園7園・小学校18校・中学校6校・小中一貫校1校）

　　　6月 19・20日　小・中学校教科研究会

　　　7月 24日　 市内小学校水泳記録会

　　　7月 25日　 市内中学校親善音楽会

　　　8月 19日　 土居地域人権・同和教育実践学習会

　　　9月 16日　 中学校体育祭、新宮幼・小・中学校運動会

　　　9月 30日　 小学校運動会

　　 10月  7日　 幼稚園運動会

　　 11月 20日　 市学校人権・同和教育研究大会

　　 11月 30日　 市内小学校親善音楽会

      1月 23日　 学校保健研究大会

　　  2月  4日　 中学校少年式

　　　3月 15日　 中学校卒業式

      3月 19日　 幼稚園卒園式

      3月 22日　 小学校卒業式

　　  3月 27日　 川之江小学校落成式

 　④ その他参加行事

   ・四国中央市学校給食米田植え祭への参加

　 ・各地区町民運動会への参加

   ・書道パフォーマンス甲子園大会への参加

　 ・えひめ教育の日推進大会への参加

　 ・新春競書大会への参加
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３．施策概要、実施状況、内部評価

重点施策  １  　教職員の資質能力と指導力の向上  

 【施策概要】

１．学校の教育目標の具現化を図るため、組織的、計画的な研修に努めた。

２．教職員としての実践的指導力と人間的魅力を深めるため、専門的、実践的な研究に努め 

　た。

３．教職員の意識改革を図り、学校改善に向け主体的・積極的に取り組むために学校評価及

び学校関係者評価を行った。　

　

４．学力向上に向け、授業評価システムを活用するとともに、授業実践交流を計画的に実施

し、教職員の授業力向上につながる研修に努めた。

　

 【実施状況】

　各種研修会等への参加により教職員の資質能力と指導力の向上を図った。

目標 実績 備考

　教職員研究会実施回数（回） 18 18

　総合教育センター研修（人） 432 432

 【内部評価】

評価 　現状継続

１．教科会、学校力アップ実践研究事業、人権・同和教育研究会、授業のエキスパート養

成事業等、各種研修会等の指定をし、授業研究、研究協議等を行い、具体的な指導力の

向上につながるよう研修の充実を図った。

２．各種研修については、参加希望調査によって受講者を決定し、総合教育センター研修 

等で主体的に研修するようにしている。職務段階に応じた研修や、指導力の向上、家

庭・地域との連携に関する研修など、成果が教育現場にも還元されている。今後も継続

して研修の機会を確保し、自主的な参加を広めていく必要がある。

３．「森はともだち推進事業」「環境教育推進事業」「学校力アップ実践研究事業」「特

色ある道徳教育推進事業」「学力向上システム構築事業」等、多数の研究指定を受け、

今日的課題の研究に取り組んだ。研究指定校の取組をさらに市内に普及させる努力を続

ける必要がある。

４．中学校区単位で授業実践交流を行ったり、授業評価システムを構築し、組織的な授業

改善を行ったりして教育の質の保障及び学校間、教師間の格差の是正に努めた。　
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重点施策２　確かな学力の定着と向上

  【施策概要】

　　１．「わかる」「考える」「伸びる」授業をめざし授業改善に努め、基礎的・基本的な

内容の確実な定着を図った。

  　２．全国学力・学習状況調査や県学力診断調査、定着度確認テストの結果を分析し、学

力の定着と向上を図る学習指導の改善に努めた。

　  ３．学力向推進主任を各校に置くとともに、学力向上推進モデル校の取組等をもとに研

修を深めた。

 　 ４．学習規律の確立や、家庭との連携による基本的な学習・生活習慣の確立を図った。

   　 〇 学校力アップ実践研究事業

   　 〇 授業のエキスパート養成事業

   　 〇 学力向上推進主任研修会

      〇 市教科研修会

　

  
  【実施状況】

　　１．学校力アップ実践研究事業

　　　　学習指導要領の全面実施に伴い、指導に生きる学習評価の実践研究を深め、その取

組を市内及び県内へ普及啓発した。　

　　　(1)　教師全員が授業改善の視点を明らかにした指導と評価の充実

　　　(2)　教科グループを柱とした「言語活動」を充実させる取組の推進

　　　(3)　授業交流週間の設定等による学校の組織力を高める取組の推進

　　　(4)　学校だよりやＨＰによる家庭・地域への情報発信、連携の推進

　　

　　　

　　２．授業のエキスパート養成事業

　　　　教職員の授業力向上を目的として県が進めている事業において、本市では小富士小 

　　　学校と川之江南中学校を会場に市内外から教科主任や研修主任、若年教員等が参加し

　　　た。　

　　　　研修では、県が授業のエキスパートとして組織している教員のモデル授業をもとに、

　

　　　授業構成や指導方法の在り方とについて研修を深めた。　    

目　標 実　績 備　考

 研究会実施回数(回) 6 6

 研究会参加者数(人) 200 200

 研究発表件数(件) 2 2

 事業費（千円） 0 0
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　　３．学力向上推進モデル校

　学力向上システム構築事業の取組の一つとして指定を受けた松柏小学校をモデル校

とし、研究に取り組んだ。授業改善、学び方の指導、家庭との連携、継続的な検証改

善の４つの柱で研究し、学力向上へのアプローチに取り組んだ。市内はもとより、東

予管内の小学校の学力向上推進主任が集まり、研究の成果を伝えることができた。

【内部評価】

   

　　　　評　価 　現状継続

　取組全体を通じて

　得られた成果

１．目標と指導と評価が一体となった学習評価の在り方

について研究が進み、授業改善への意識が高まった。

２．高い専門性と指導力のある授業のエキスパートを養

成することを通して、全教科で新学習指導要領に対応

した実践研究が進み、授業評価システムを踏まえた授

業研究の活性化や授業改善の在り方等について、教職

員の意識の高揚を図ることができた。

３．授業研究会等における中学校区別授業実践交流によ

り、きめ細かな指導法について、小中の連続性や系統

性の意識統一ができるととともに、教師の指導力の向

上を図ることができた。

　次年度の重点推進事項

１．学力の定着と向上に向け、各校で学力向上推進計画

を検証・改善していくとともに、有効な学力向上策に

ついて学び合い、より実効性のある学力向上策を実践

する。

２．「四国中央市学力向上推進委員会」を組織し、学力

向上に資する市の施策を立案、実行していく。

３．学習規律及び学習習慣・生活習慣の形成は、今後も

各校の実態に応じて継続的に取り組む。

7



重点施策  ３  　生徒指導の徹底と健全育成  

 【施策概要】

　１．全教職員が一体となり、すべての教育活動の中で一人ひとりの自己実現に向けた生徒

　　指導体制の確立を図った。

　

　２．問題行動やいじめ等の早期発見に努め、家庭や各種関係機関・団体との連携を密にし、

　　早期解決を図った。

　

　３．全教職員の共通理解に立った実践と全市的な指導体制の強化を図った。

　４．家庭と学校が連携して、基本的な生活習慣を身に付けさせるよう努めた。

　５．こども支援室、適応指導教室、ハートなんでも相談員等と連携して、不登校児童生徒の

社会性の育成や自立活動への支援と充実を図った。

 【実施状況】

  １．不登校等対策総合推進事業の実施

　平成24年度における四国中央市の小・中学校児童生徒の不登校の状況（不登校によ 

り年間30日以上欠席）は、市内19小学校の合計で14名（出現率0.29％）、中学校7校 

の合計で95名（出現率3.80％)であった。平成23年度の小学校出現率0.17％、中学校出 

現率3.25％と比較すると、両方とも増加しているが、年度によって増えたり減ったりを

繰り返している。

　そういった背景の中、平成19年度より「不登校対策ネットワーク事業」として不登校の

未然防止・早期対応の観点から適応指導教室や子ども支援室等と連携し、学校において

は家庭訪問の計画的な実施等により不登校問題に対し積極的な取組を行っており、事業

名が変更となった平成24年度も不登校対策の事業を継続した。平成24年度は、これまで

の取組に加え、適応指導教室における「キャリア教育」に視点を当てた支援・指導に力点

を置いた。

　　２．スクールカウンセラー活用事業の実施

（拠点校）三島東中学校、新宮中学校、三島南中学校、土居中学校

  　（兼務校）新宮小学校、土居小学校

　平成24年度より新たに拠点校２校（三島南中学校、土居中学校）を加え実施した。

（三島東中学校）…臨床心理士を配置

　運営委員会の場を活用し、校内行事の企画・運営や学年の諸問題、不登校などの生徒指 

導面の情報交換を行った。また、毎月1回相談活動対策委員会を定期的に行い、相談活動

がスムーズに行えるよう配慮した。ケース会議を4回実施し、スクールカウンセラーから

助言をいただいた。

（新宮中学校、新宮小学校、土居小学校）…社会福祉士兼精神保健福祉士を配置

　ケース会議にも出席いただき、スクールカウンセラーが講師となって、校内研修を行っ

た。医療機関にもかかっている児童やその保護者に対して、常に受容的・共感的な姿勢で

カウンセリングを継続実施し、徐々に心の安定を図ることができた。

（三島南中学校）…社会福祉士兼精神保健福祉士を配置
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　スクールカウンセラーが新規で配置され、これまでとは異なる視点から生徒の状況を

捉え、より効果的な手法で相談活動が実施できるようになった。また、教職員一人ひとり

がスクールカウンセラーから助言をいただき、相談活動における技術の向上と意識の変

容に役立った。

（土居中学校）…臨床心理士を配置

　スクールカウンセラー新規配置校。スクールカウンセラーを講師として教職員の研修

を実施し、カウンセリングの手法や具体的事例へのアドバイスをいただいた。全校生徒を

対象とした教育相談を実施し、生徒の心のケアに努めることができた。　

　　３．スクールソーシャルワーカー活用事業の実施

　平成23年度同様2名体制で実施した。1名は寒川小学校を拠点校として、主に市の西部

地域の小学校を巡回訪問し、もう1名は新宮中を除く市内の中学校や適応指導教室を巡

回訪問した。それぞれ、学校不適応問題の未然防止や早期解消に向けての関係機関との連

携・調整を行った。

　　４．適応指導教室設置事業の実施　　

  入級生徒数   12人 平成23年度　 16人

  通級日数 946日 平成23年度1,180日

  総事業費   7,265千円 人件費含む

　　５．ハートなんでも相談員（心の教室相談員）事業の実施　　　

　相談員数  13人 平成23年度　 13人

　相談件数 1,651件 平成23年度4,080件

　総事業費    14,110千円 人件費含む

　　

  ６．生徒指導業務の実施　

目　標 実　績 備　考

教職員研修実施回数(回) 5　 5　 生徒指導主事会

長期欠席児童・生徒数(人) 100　 109　

暴力行為発生件数(件) 10　 11

指導の結果登校できるよう

になった児童生徒数（人）
20　 24　

総事業費（千円） 0 人件費のみ

　

 【内部評価】

　

事業名 評価 内　　容

　適応指導教室設置事業 現状継続

市内に適応指導教室3箇所（内、１箇所は休

室）を設置し、不登校児童・生徒の自立を促し、集

団に適応する力や社会性を養うための助言・支援

を行い、学校復帰を目指した。
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　ハートなんでも相談員 

（心の教室相談員）事業
現状継続

　児童・生徒を対象に相談員を設置し、悩み相談、

話し相手や調査研究等を行った。

　生徒指導業務 現状継続

　生徒指導主事が中心となって、各小・中学校に

おいてチーム体制で、問題行動、いじめ、不登校等

の問題に取り組んだ。

　

不登校等対策総合推進

事業の研究調査により

 得られた成果

１．適応指導教室において、キャリア教育に視点を当てた取組

として、初めて「職場体験活動」を実施した。生徒たちの希望

を優先し、保育園での実習を行ったが、参加した生徒の勤労

観・職業観を高め、自信をもつことができるようになった。

また、地元事業所の協力により、適応指導教室生徒の職場体

験活動が実施できたことは、不登校への理解を深めるきっか

けとなり、良い啓発にもなった。

２．発達障害が疑われる児童・生徒に対しては、発達支援室と

の連携により、個に応じた支援のあり方を考えた。

３．学校にも適応指導教室にも行けず行き場のなかった発達

障害のある児童・生徒が、NPO法人の協力により、日中の居場

所を確保することができた。

　

　　

　　今後の課題

１．相談室登校、適応指導教室、NPO法人など、個々に応じた支

援ができている児童・生徒については概ね好転しているが、

家庭の無理解・無関心により非協力的な場合は、引きこもり

の状態から脱することができない。このような無関心世帯に

対し、学校や教育委員会がどのように関わっていくかが今後

の課題である。

　　【小中学校における不登校児童・生徒数】

年度 小学校19校 中学校7校

　平成22年度 13人（0.27％）  107人（4.11％）

　平成23年度  8人（0.17％）   84人（3.25％）

　平成24年度 14人（0.29％）   95人（3.80％）
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重点施策４　特色ある学校づくりの推進

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 【施策概要】

 １．学校の自主性・自律性を生かし、特色ある学校づくりを推進した。

 ２．市独自の「特別支援教育センター校」の機能を維持し、特別支援教育の充実に努めた。

 

 【実施状況】

　１．新宮小中学校における小中一貫教育の取組

(1) 平成24年度においても、小中一貫教育として、1年生から9年生が同じ校舎で学習

し幅広い異年齢集団による活動を通して、豊かな社会性や人間性の育成に努めた。

(2) ALT専属配置により、国際社会に通用する人材を育成するため、小学校3年生から

外国語活動の工夫・改善や中学校での英語教育の充実に努めた。

(3) 複式解消教員の配置や小・中学校それぞれの教員がもつ専門性の交流、少人数なら 

ではのきめ細かな指導等を行ってきた。

(4) 勤労感を高めるために職場体験学習を中心に、キャリア教育のより一層の充実を図 

った。

　　２．四国中央市特別支援学級センター校の取組

　障害のある児童・生徒の就学環境を整備し、障害に応じた教育支援の充実を図るため 

市内６校を、センター校に指定している。センター校においては、一人一人の障害の状

態に応じた教育的支援を充実させるために、特別支援学校に準ずる教育を目指し「障害

の状態に応じた専門性の高い教育の確保」「医療や専門機関との密接な連携」「長期に

わたる一貫した支援体制の構築」「通学の困難な児童生徒の援助」を進めてきた。

　　　

 　

区　　　　分 指　　定　　校

四国中央市肢体不自由特別支援学級センター校　
・校舎がバリアーフリー（エレベーター設置）

・教育支援員の配置

・特別支援学級センター校通学援助費を支給

・専門職による巡回相談

（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士）

川之江小学校

三島東中学校

四国中央市自閉症・情緒障害特別支援学級センター校

・教育支援員の配置

・三島小、土居小　・・・特別支援学校より派遣

・金一小、三島南中・・・特別支援学校経験者による

　　　　　　　　　　　　指導・支援

・専門職による巡回相談

（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士）

金生第一小学校

三島小学校

三島南中学校

土居小学校
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 【内部評価】

　事　業　名 評価 今後の取り組み・改善策

　 新宮小中一貫教育 現状継続

　子ども達同士が年代差のある集団の中で個々

の役割を自覚し、上級生と下級生の間で、指導

し学んでいく良い効果が生まれている。また、

指導体制や指導方法の工夫により学力の定着や

英語力の向上が図られている。キャリア教育等

を通してふるさとを知り愛する心が深まってき

ている。

　しかし、少人数であるためどうしても人間関

係が固定化・序列化し、コミュニケーション能

力の弱さなどの課題もぬぐえない。今後さらな

る仲間づくりを進め、互いのよさを認め合う場

を一層増やし続けるよう努める必要がある。

四国中央市特別支援学級

センター校の取組

現状継続

一部改善

自閉症・情緒障害特別支援学校４校には、専門

性や経験をもつ県費教職員の配置を行っている。

また、センター校６校すべてに、教育支援員の

配置し、専門性の維持・向上を課題として研修

している。

　「医療の専門機関との密接な連携」として、

四国中央医療福祉総合学院の専門職による巡回

相談を実施している。今後は、この巡回相談が

長期に渡る一貫した支援になるように体制を整

えていく必要がある。
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重点施策５　  健康・  安全  教育の推進、  安心な学校づくり  

 【施策概要】

　１．児童生徒の安全を第一とした、教育環境づくりや安全教育を推進した。

　２．学校安全に関する校内の体制を整備し、教職員一人一人の危機管理意識を高めた。

　３．児童生徒の安全確保の徹底を図るために危機管理マニュアルを検証し改善を図った。

　　　また、全ての幼稚園、小・中学校において「学校防災マニュアル」の見直しを行った。

　４．防犯に関する実践的な研修や訓練の充実に努めた。

　５．家庭や地域社会及び警察等との連携を深め、児童生徒の安全を守る「地域ぐるみの取

　  組」の推進に努めた。

  ６．体育的活動の充実と運動の活性化を図った。

　

  ７．健康に関する基本的な生活習慣の形成を図るとともに、喫煙、飲酒、薬物乱用防止に関

する指導の充実を図った。

　

  ８．性に関する教育については「性教育指導マニュアル」等を活用し、指導を充実した。

  

　９．健康増進及び生活・交通・災害安全に関する指導の徹底を図るとともに、家庭や地域 

    社会との連携を密にしながら事故防止に万全を期した。

 【実施状況】

　１．地域児童見守りシステム事業の実施
　総務省モデル事業として市内6校をモデル校とし、平成19年度より運用を開始した 

「四国中央市地域児童見守りシステム」については、平成21年にユビキタスタウン構想 

推進事業の採択を受け事業を拡大した。また、平成23年7月からは全中学校で連絡網メ

ール配信の利用を開始した。

①ICｶｰﾄﾞを利用した登下校管理システム（登下校のメールによる通知）。

　　全小学校の1年生から6年生まで4,424人が利用した。

②保護者連絡網システム（学校行事・連絡事項等のメール配信）。

　　     全小中学校（中学校はH23.7より）の6,214人が利用した。

  ２．子ども見守隊の活動

　　市内小学校19校及び中学校6校で組織され、PTA、愛護班、主任児童委員、学校評議員、

　自治会等の団体の協力により、児童生徒の登下校時の付き添い、校区内の見守り、挨拶等

　の声かけ、休日や夕暮れ時のパトロール、通学路の危険箇所の点検及び「きけん」の旗の設

　置、不審者の情報提供等を実施した。

　　また、平成16年12月6日に設立された「四国中央市の子どもを育てる市民会議」を中心

　に、緊急避難場所「子どもを守るいえ」を市内1,095戸の家に設置し、「子ども見守りパト

　ロール」と書かれた広報用マグネットシールを車両等に貼って、登下校時を中心に通学路

　周辺のパトロールを実施した。

13



３．不審者情報の公開

　　各学校等から寄せられた不審者情報については、少年育成センターを通じて、警察・教

　育委員会・小、中、高等学校・幼稚園・保育園・少年補導委員地区長等にFAX、メールで送

　信し、また広く市民に対しては市ホームページ及び携帯サイトを通じて発信しており、平

　成24年度で41件の不審者情報が寄せられた。

　４．健康に関する指導

(1) AEDの設置…市内小・中学校及び市立幼稚園の全てにAEDを設置（H18完了）、適宜消

耗品等を交換し、緊急の際の手当てに備えた。

(2) 心肺蘇生法講習の実施…AED使用に関する教職員対象の講習会を実施した。

(3)熱中症予防対策の実施…熱中症の説明や水分補給等の指導、テントや帽子の利用によ

る直射日光対策を実施した。

    学校保健関係事業（平成24年度実績） 

 学校医人数等 88人 

 学校健診延人数 27,535人 平成23年度27,795人

 日本スポーツ振興センター加入者数 7,636人 

 日本スポーツ振興センター加入者割合 100％ 

 日本スポーツ振興センター給付件数 1,146件 平成23年度1,015件

 受益者負担金 3,286千円 

 総事業費 44,845千円 

 ５．児童・生徒の安全対策

  (1) 地域安全マップの作成

  (2) 自転車安全講習の実施

 【内部評価】

　

　地域児童見守りシステム事業 　　現状継続

　　児童の登下校時間を保護者へメール配信するサービス、および緊急事態が生じた時に

　保護者に連絡事項をメールにて配信するサービスを実施。連絡網メール配信については、 

　平成23年度に中学校へも拡大した。

　　子ども見守り隊事業 　　現状継続

　　地域団体との連携の輪をどのようにして拡大していくか、また活動強化のため行政と

　の協力体制の取り組みの検討が必要。

　不審者情報提供事業 　　改善継続

　１．現在、各学校から少年育成センターに寄せられた不審者情報について、少年育成セ

　　ンターからのお知らせとして、警察、教育委員会、小中高等学校、幼稚園、保育園、

　　少年補導委員地区長等に発信している。
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　 学校保健推進業務   現状継続

　児童、生徒に関する感染症、食中毒、結核対策にかかる集計及び報告、結核精密検診、学

校健康診断の実施、日本スポーツ振興センターとの連絡・報告業務を行うことにより学

校体育、健康教育の推進に努めた。

   児童生徒の安全対策事業 　現状継続

　安全マップの作成や自転車安全講習を実施し、児童生徒の安全対策に取り組んだ。
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重点施策６　安全・安心な学校づくり

【施策概要】

１．児童生徒が一日の大半を過ごす場所であると共に、災害発生時には地域の緊急避難

場所としての役割を果たす学校施設の耐震化を行った。

２．旧耐震基準（昭和56年以前）で建てられた小中学校施設（校舎・屋内運動場等）の

耐震性を調査の上、新耐震基準に適合しない場合には、適合するように優先順位を付

け改修し、安全・安心な学校づくりを推進した。

３．老朽化等の理由により、改築が妥当であると判断される場合には改築を実施し、安

全・安心の確保と共に多様な学習形態に対応した教育環境を整備した。

【実施状況】

　　１．三島南中学校北校舎改築事業
　国庫補助事業として、平成22年度より４カ年で三島南中学校北校舎を改築すること

とし、平成22、23年度に改築設計、平成23、24年度に改築工事を実施した。

■平成24年度事業

事　業　名 事業費(千円) 主な事業内容及び金額

三島南中学校北校舎改築事業 375,303
北校舎改築工事(建築) 318,796

北校舎改築工事(電気) 56,507

    ２．小学校施設耐震化事業

　建物の強度、粘り強さを基にした耐震補強設計、耐震補強工事を実施するもので、平

成24年度については、金生第一小学校南校舎、豊岡小学校北校舎・屋内運動場の耐震

補強工事等を行い、妻鳥小学校北校舎、松柏小学校北校舎等の設計を実施した。

■平成24年度の主な事業内容

工　　事　　名 工事費 工事の内容

金生第一小学校南校舎耐震補強工事 56,687 南校舎耐震補強工事

金生第二小学校屋内運動場耐震補強工事 29,381 屋内運動場耐震補強工事

松柏小学校東校舎耐震補強工事 49,452 東校舎耐震補強工事

中曽根小学校北校舎耐震補強工事(Ⅰ期) 83,915 北校舎耐震補強工事

豊岡小学校北校舎耐震補強工事 17,200 〃

豊岡小学校屋内運動場耐震補強工事 37,183 屋内運動場耐震補強工事

土居小学校屋内運動場耐震補強工事 36,099 〃

関川小学校屋内運動場解体工事 23,079 屋内運動場解体工事

その他工事　９件 142,917

合　　　計 475,913
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設計の名称 事業費 備　　考

妻鳥小学校北校舎(東・西)耐震補強設計 5,250

松柏小学校北校舎耐震補強設計 4,074

合　　計 9,324

    ３．中学校施設耐震化事業

　小学校と同様に、建物の強度、粘り強さを基にした耐震補強設計、耐震補強工事を実

施するもので、平成24年度については川之江南中学校の校舎棟全ての工事が完了した

ほか、川之江北中学校武道場、川之江南中学校武道場、三島西中学校南校舎耐震補強設

計を実施した。

■平成24年度の主な事業内容

工　　事　　名 工事費 工事の内容

川之江北中学校北校舎耐震補強工事 76,237 北校舎耐震補強工事

川之江南中学校(南・北校舎)、(東・西廊下)

耐震補強工事
125,085

南・北校舎、東・西廊下

耐震補強工事

その他工事　６件 140,200

合　　計 341,522

設計の名称 事業費 備　　考

川之江北中学校武道場、川之江南中学校武道

場耐震補強設計
4,074

三島西中学校南校舎耐震補強設計 3,885

合　　計 7,959

【内部評価】

　

　　小学校・中学校施設耐震化事業 拡充継続

本事業は、安全・安心な学校づくりのため、また、学校施設は子供の学習・生活の

場であるとともに、災害時には地域住民の応急避難所としての役割を果たすことから、

その安全性の確保は極めて重要であり、早期の実現が必要である。

　当市の学校の耐震化率が未だ全国平均を下回っている現状を踏まえ、本事業を最優

先課題として積極的・計画的に推進しているところであり、引き続き安全・安心な教

育環境の整備に努めたい。
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重点施策  ７  　学校教育における人権・同和教育の推進  

 【施策概要】

　１．人権尊重の理念を全ての教育活動の基礎におき、現職教育の充実、進路を保障する教育の実

践、同和問題学習の推進、仲間意識に支えられた集団づくりを通して、生きる力をはぐくむよ

うに努めた。

　２．一人ひとりの教職員が、差別の現実に学ぶとことを基本理念として、同和問題をはじめとす

る様々な人権問題の解決への確固たる姿勢を確立するとともに、人権意識を高めるための研

修に努め、資質の向上を図った。

  ３．研究会や研修会での交流により、それぞれの取組のよさや教育方法を学び合い、共通化や進

化を図ることを通して、教職員の連帯意識を高めた。

　４．幼（保）・小・中学校それぞれの段階に応じ、着実な発達を保障し、同和問題をはじめとす

る様々な人権問題解決への認識を高め、問題解決への意欲を高めるなど、計画的・系統的な人

権・同和教育を確立した。

　５．家庭や地域等と連携した人権・同和教育を推進した。

 【実施状況】

  １．四国中央市全体での実践研究会の開催

 (1) 四国中央市学校人権・同和教育研究大会

      11月20日：川滝小学校、中之庄小学校、寒川小学校、小富士小学校

      　　　　　 川之江北中学校、土居中学校

　

 (2) 土居地域人権・同和教育実践学習会

　　　平成24年度開催：長津保育園、長津小学校、土居中学校、土居高等学校

　  (3) 平成23・24年度文部科学省人権教育研究指定校研究発表会

 　　　 12月11日：川之江南中学校

　　 

  ２．東予地区人権・同和教育研究協議会（11月6日：今治市）

　　　愛媛県人権・同和教育研究大会（11月14日）　

  　　四国地区人権教育研究大会（7月5日・6日）　　　　　　　

３．人権・同和教育の推進について

　校長会・教頭会において、人間尊重の精神をすべての教育活動の基盤におき、学校経営に

取り組むよう指示・指導した。

　人権・同和教育主任代表者会や人権・同和教育主任会等において、平成19年度より開催

している四国中央市全体での実践研究会や授業研究会の準備をし、実施した。

　また、四国中央市新採転入教職員人権・同和教育研修会の全体会では、四国中央市や各地

域の取組の現状を伝え、共通理解を図ると共に、その後各地域において地域の実態に応じた

研修会を計画的に実施している。

　保護者啓発については、各学校において保護者や地域住民の実態に基づき、同和問題学習

や人権・同和教育の視点に立った人権・同和教育参観日、人権集会、校区別人権・同和教育 

懇談会を保護者学習会等を通じて行ってきた。実践記録集・人権作品集については、平成
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19年度から実践を電子データとして残し、各校保存データとして活用できるように改善し

ている。

　平成23年度より、実践研究会と授業研究会を一つにし、市学校人権・同和教育研究大会

の中で、午前中授業研究、午後実践研究を行い、児童・生徒の実態から研修を深めるよう一

層の充実に取り組んだ。

 【内部評価】

 

評　価 　　現状継続・一部改善

　各地域で開催される研究会や研修会への参加や、教職員の交流により、それぞれの取組

のよさが広められ、学校の教育内容や教育方法の地域間の違いが薄れ、四国中央市の取組

の共通化が図られた。各学年段階の共通目標に基づき共通教材を実践し、四国中央市学校

人権・同和教育研究大会においてその検証が行われた。

　学校教育における人権・同和教育の取組について、地域ごとに同和問題解決への手法

の違いはあっても、学校教育において学年ごとに押さえるべき点を確認し、より深く実践

を重ねてきた。また、市内他校、他地域の実践や事例を自校の実践や取組に活かそうとす

る姿勢も評価できることである。

　児童・生徒を取り巻く状況については、今だに保護者や地域住民の間に差別意識が存

在し、同和問題をはじめとする様々な人権問題が解決されていない状況にある。こうした

保護者や地域住民の実態に基づき、人権・同和教育の推進において、教職員が地域学習活

動等に積極的に参加し、地域の方々の願いを教室につないでいくことや、その成果を自分

の生き方や学校教育に適切に生かすことは大変重要なことである。また、学校における人

権・同和教育の方針や成果、課題を、参観日や集会、通信や懇談会等を通して、家庭や地域、

関係諸機関に公開し、地域の教育力も活用させていただくなどして、一体となった人権・

同和教育の推進を図らなければならない。

　今後は、学校教育全体の中における人権・同和教育の充実や推進について検討し、市内

研究会や研修会、主任会のあり方についても検討する必要があると考える。
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重点施策８  　特別支援教育の推進  

  【施策概要】

１．校内就学指導体制を充実し、適正な就学の推進に努めるとともに、家庭との連携を図り、 

効果的な指導に努めた。

　

２．児童生徒の適正に応じた教育課程を編成し、指導の改善・充実を図った。

３．教職員の専門的知識、技術の向上を図るため、研修の充実を図った。

４．通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対する全校的な協力

体制づくりを進めることにより、教師間の連携・指導に努めた。

  【実施状況】

　平成24年度は、小学校特別支援学級56学級、対象児童数183名、市費支援員39名、中学校

特別支援学級17学級、対象生徒数63名、市費支援員10名を配置。

　１．特別支援教育就学奨励事業

　〔小学校〕（うち国庫補助金1,421千円）H23比＋21千円　

事　業　内　容 事業費/千円

学用品費・通学用品費・郊外活動費扶助　153名（＋8名） 1,372　　

新入学児童学用品費扶助　20名（＋4名） 194　　

修学旅行費扶助　20名（＋2名） 203　　

学校給食費扶助　153名（＋8名）    2,942　　

合　　　計（対H23比＋173千円）  4,711　　

　　　　　　　

　〔中学校〕（うち国庫補助金629千円）H23比＋21千円

事　業　内　容 事業費/千円

学用品費・通学用品費・郊外活動費扶助　50名（＋7名） 623

新入学生徒学用品費扶助　14名（＋4名） 161

修学旅行費扶助　12名（△2名） 316

学校給食費扶助　50名（＋7名） 966

合　　　計（対H23比＋124千円） 2,066　　

　２．特別支援教室整備事業　

工事名 工事費/千円 工事の内容

妻鳥小学校かえで組間仕切工事 3571教室だったかえで組を間仕切

りし2教室とした。

20



寒川小学校特別支援教室空調取付工事 420特別支援教室にエアコンを取

り付けた。

上分小学校特別支援教室カーテン取付工事 397特別支援教室にカーテンを取

り付けた。

　

　３．就学指導委員会　

就学指導委員会の開催回数 10回　　

各幼稚園・保育所・学校訪問回数 50回　　

総事業費 200千円（医師委員報償）　

【内部評価】

　就学指導委員会運営業務 　　現状継続

　就学指導委員会を開催し、障害のある園児及び児童・生徒の就学先について、個人 

記録表や調査結果をもとに判断し、必要に応じて学校訪問や教育相談を行った。

　特別支援教育就学奨励事業 　　現状継続

　小・中学校の特別支援学級に在籍する児童・生徒・保護者の経済的負担軽減を図

るため、奨励費を支給した。

　特別支援教育事業 　　現状継続

　小中学校及び幼稚園に在籍する障害のある児童生徒及び園児の学校における教育

活動を支援し、学校の円滑な運営を図るため教育支援員を配置した。

　特別支援教育育成会事務局業務 　　現状継続

　特別支援教育育成会活動として、学級活動費等の交付や合同野外活動、社会見学に 

対する人的支援等を行った。

　学校における特別支援教育の取組としては、特別支援教育校内委員会を設置し、障

害のある児童生徒について、全校体制で発達課題や能力、特性の実態を十分把握する

とともに、校内就学指導委員会と連携して、適切な就学指導に努めた。また、意欲付け、

及び、教材・教具の工夫と活用、視覚支援の工夫などに努め、個々の特性に応じた指導

の充実が図れた。

　また、保護者や関係機関と連携して個別の支援計画を作成するとともに、特別支援

教育コーディネーターや特別支援教育校内委員会、校内就学指導委員会等の組織が連

携して、課題のある児童生徒の実態をもとに個別の指導計画を作成し、個に応じた指

導・支援の充実が図れた。

　知的障害特別支援学級、自閉症・情緒障害特別支援学級、肢体不自由特別支援学級、

難聴特別支援学級、発達障害等で支援を必要とする児童生徒の学級別指導を充実し、

交流学習等により特別支援学級と通常学級との交流を深め、障害のある児童生徒が経

験を広げるとともに、全児童生徒が仲間意識を身に付け、思いやりの気持ちを育てて

いった。
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重点施策  ９  　情報教育の充実  

 【施策概要】

　　１．情報社会に主体的に対応できる能力や態度を育てた。

　　２．パソコンやインターネットを活用した授業研究に努めた。

　　３．各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間等との関連を図り、学校の教育活動全 

　　　体を通じて指導の充実を図った。

 【実施状況】

　　１．学校における取組

　　(1) 小学校      

　コンピューターを利用

　した学習指導法の工夫

１．コンピューター利用学習指導の作成に向けての研究 

を行い、各教科における効果的なコンピューター利用 

の研究を行った。

２．インターネット上の著作権及びメールの使い方につ

いて指導、研究を行った。

　コンピューターに慣れ

　親しむための工夫

１．低学年は学習ゲーム等を通してマウスやキーボード

の操作に慣れる練習をした。

２．中学年は文字の入力やインターネットでの検索によ

る情報活用能力の基礎を養い、メールのエチケットや

ルールについて学習した。

３．高学年はプライバシー保護やセキュリティ及びモラ

ルの基礎を培った。

　情報機器の適正利用及び

　教職員研修の充実

１．教職員研修の充実及び情報教育推進体制の確立に取

り組んだ。

２．授業に役立つサイトの研究を行った。

３．情報セキュリティ委員会を設置し、情報管理体制の

充実を図った。

　　 (2) 中学校　　

　第1学年

　OSの使用法や各種アプリケーションの使用法等、コンピューターの基

本的操作を身に付け、情報を扱う上での留意点や、情報モラルについて理

解を図った。

　第2学年
　学習課題に対して情報通信機器等を積極的に利用し、主体的に課題解決

に取り組む態度や能力を養った。

　第3学年

　情報化のもたらす光と影を正しく理解し、望ましい情報化社会のあり方

について考え、著作権や肖像権を正しく理解した上で、分かりやすい情報

発信ができる能力を養った。
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　　２．コンピューター整備状況

　　　(1) 小学校

校務用コンピューター台数 301台　 公共ﾈｯﾄﾜｰｸ接続パソコン

1台あたりの教員数 0.9人　 (本務者比)

管理用コンピューター等借上料 2,161,444円　 事務用パソコン

教育用コンピューター台数 652台　

1台あたりの児童数 7.3人　

振興用コンピューター等借上料 7,561,953円　 教育用パソコン

　　(2) 中学校  

校務用コンピューター台数 179台　 公共ﾈｯﾄﾜｰｸ接続パソコン

1台あたりの教員数 1.0人　 (本務者比)

管理用コンピューター等借上料 1,492,962円　 事務用パソコン

教育用コンピューター台数 265台　

1台あたりの児童数 9.4人　

振興用コンピューター等借上料 2,300,208円　 教育用パソコン

 【内部評価】

　　

　 情報教育の充実 　　改善継続

１．パソコン教室に配備している教育用コンピュータ機器については、平成 26年4月9

日（日本時間）において、その機器のOS（基本ソフト）であるWindowsXPのサポート

が終了するため、インターネット技術を活用した情報教育を行うことができなくなる。

このことから、情報セキュリティーの脆弱性の回避と陳腐化した教材ソフトを一新し、

個に応じた学習に対応できる教育環境の整備と合わせて、平成25年度中に全小中学校

配備のコンピュータ機器を新機種に入れ替える必要がある。

　

２．パソコン教室の整備については、各学級単位で授業を行う際、児童・生徒が１人１ 

台のパソコンを使用することができる環境づくりについて、その数値目標が概ね達成

できた。

３．三島南中学校の北校舎建て替えに伴い、普通教室の校内LANを整備することができ

た。普通教室校内LAN未整備の3校（川之江北中学校、川之江南中学校、三島西中学

校）については、今後積極的に整備する必要がある。

４．ハード整備が急速に進捗したことから、今後は利活用の促進に注力し、ICT環境 

整備の恩恵を子どもたちにも還元できるよう努める。
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重点施策      10  　国際理解教育の推進  

【施策概要】

　１．英語指導助手（ALT）の有効活用を図るとともに、国際化社会に即応する学習指導の充

実に努めた。

　２．国際理解を深め、積極的に他国の文化と伝統を尊重する態度の育成に努めた。

【実施状況】

１．外国青年招致事業

　　英語に慣れ親しみ、国際社会に通用する人材を育成するため、「外国青年招致事業」を実
　施した。　

招致と配置 事業内容 事業費/千円

ALT6名を招致し市内中学校に配

置(内1名は新宮小中学校)

小・中学校現場における英語教育と

国際理解教育の充実
27,808 

２．学校での取り組み

　(1) 国際協力・協調の重要性を認識し、平和・友好の態度及び協力協調の重要性を学んだ。

　(2) お互いの文化・伝統の違いを理解し合うことで、諸外国の人々の生活や歴史、風土を正

しく認識することを学習した。

　(3) ALTを活用し、主体的に自分を表現し、相手を尊重した対話ができるようコミュニケー 

ション能力の育成を図った。

　(4) 四国中央市中学生海外派遣事業やイングリッシュキャンプへの参加により、直接の体

験や交流の中で、自国文化の紹介や異国文化の理解に努めることができた。

【内部評価】

  外国青年招致事業 　　現状継続

　ALTの招致及び派遣については、平成23年度より2名の増員を行い、中学校での授業を

主に、小学校や市民向け英会話教室への派遣等により、国際理解教育の充実を図った。

　小学校においては、日本を含む世界へ目を向け、すべての人を大切にし、尊重する心を育

み自他の国の人・文化・伝統・自然と積極的に関わろうとする気持ちの育成が図られた。

　中学校においては、ALTの積極的、継続的活用を図り、自己表現能力・コミュニケーショ

ン能力の育成や、自国文化・異国文化理解の推進、国際協力、国際協調の意識の育成が図ら

れた。
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重点施策      11  　幼・保・小  ・  中関連教育の推進  

【施策概要】

　１．幼・保・小・中の協力体制を整え、参観や実践交流をとおして教育内容や指導方法な

どの相互理解に努めた。

　２．相互の関連を密にし、幼・保・小・中の一貫性を重視した教育の推進を図った。

【実施状況】

　１．年間2回幼・保、小連絡協議会を開催した。年度当初は1年生の授業参観、年度末は 

幼・保の年長児の保育参観を行い、どちらも学校や園の教育目標や具体的な指導方法に 

ついて話し合った。特に就学時は、就学先の小学校と幼児一人ひとりの園での様子や特性

に応じた具体的な支援方法、生活背景等を伝え、幼稚園から小学校への滑らかな移行を図

った。また、園だより、学校だより、学級だよりを届け合う等して連携を図った。

　

　２．特別支援学級の見学、ことばの検査や発達検査の実施等協力体制を整備した。

　３．小学校の研究大会や参観日の教育講演会への職員参加により、取組や研修内容に 

ついて情報交換し、職員間の相互理解や資質の向上に努めた。

　４．幼・保・小合同でスポーツや音楽会、遊び等の交流を実施した。

　５．園児が学校給食を見学する場を持ったり、学校生活の様子を知らせたりして、入学に期

待をもたせるよう努めた。年に1回、幼稚園の保護者対象に小中学校の学校栄養職員によ

る講話を実施した。

　６．幼・保・小の運動場等の施設提供により、園外活動等での遊びを通して仲間づくりを 

図った。

　７．一貫した人権・同和教育の推進を図り、人権・同和教育担当者による講話及び座談会

を実施した。

　８．中学生の職場体験を、保育園・幼稚園・小学校等でも実施した。生徒は、園児との遊び

や教職員の仕事を実際に体験する中で、将来の進路に関することや働くことの大変さや喜

びを学んだ。また、6年生の「総合的な学習の時間」に、保育園・幼稚園の保育についての聞

き取り学習を行ったり園児と触れ合ったりして、児童の夢や希望の源となる豊かな感動体

験の場とした。

　９．地域によって回数は異なるが、年間2回以上の小・中連絡協議会を開催した。年度当初 

は、中学１年生の授業の様子を前小学校担任や生徒指導主事等が参観し、後の協議におい 

て、中学校での生徒の様子や小から中への円滑な移行を行うために配慮すべき事項等を 

協議した。特に、中１ギャップへの対応については連携を欠かさず行ってきた。また、小学

校卒業前の3学期には、小学校6年生児童や保護者に対して、中学校からの入学心得や中

学校生活についての説明会、小中連絡会等を実施した。
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　[関連事業]

　 (1) 幼・保・小関連事業

　　① 町民運動会への参加（踊りやかけっこ、幼・保合同での踊り参加等）

　　② 運動会、夕涼み会、幼稚園祭への卒園児の招待、人形劇合同鑑賞

　　③ 防犯訓練の協力、子ども見守り隊の合同参加

　　④ 春の「里帰り遠足」、「まちたんけん」等の小学1年生、2年生との交流

　　⑤ サツマイモのつるさしと収穫・みかん狩り・プール遊び交流

　 (2) 幼・中関連事業

　　① 中学校総合学習で職場体験として園訪問(教材遊具の修理、遊びの参加、保育実習等)

　 (3) 幼・小・中関連事業

　　① 運動会・文化祭・3世代交流会・町内清掃・学期に一度の合同反省会での意見交換

　　② 学期に1回、幼・小・中の子ども達対象に、学校栄養士による食育・給食指導を実施。

　　③ 小・中学校の体育館にて、幼・小・中学生が2月に給食バイキングを実施。

　 (4) 職員研修の交流

　　① 就学前人権・同和教育研究大会

　　② 人権・同和教育実践学習会

　　③ 人権・同和教育研究大会

　　④ 各地域推進委員会

　　⑤ 幼・保・小・中合同専門部会に参加

【内部評価】

 幼・保・小関連教育事務事業 　　現状継続

　幼・保・小連絡会において合同学習の実施、授業参観、情報交換により、園児の小学校への

円滑な移行、指導方法の相互理解を図ることができた。

　（幼保小連絡会からの評価）

　１．授業や保育について、互いの実践を振り返ることで、共通理解の場になり、園児・児

童の実態把握の場として有効に機能した。

　２．学校（園）の全体目標や１年生（年長）の学年目標に添っての具体的内容や、児

童・園児の情報交換の場となった。

　３．指導方法と課題を見出す場となった。

　４．一貫した指導事項の確認の場となった。特に支援を要する幼児の引継ぎと確認、基本

的な生活習慣の見直し等、教育課程への位置づけの面で有効に機能した。

　５．幼・保・小の交流により、園内での遊びやルールに広がりが見えるようになった。

　６．園児、児童の文字や数への関心が高まった。

　７．学校給食の見学により、準備、エプロン・マスクの着用と片付け方法、配膳の様子、校 

内放送、牛乳パックの片付け方法等を知り、学校生活や給食に期待を持った。また、チ 

ャイムの合図で勉強が始まったり、遊放時間になったりすることを知り、学校ごっこ 

等の遊びの中にも取り入れた。

　８．幼・小・中合同の運動会、文化祭などを通し、特に小学校高学年と中学生の姿の中に 

地域の文化を継承している姿が具体的に見られた。その姿に尊敬の念を抱く園児の

姿を感じてか、中学生が自分の力を最大限に発揮している。その姿をみて、また園児

は自分もそうありたいと感じており、幼・小・中相互の教育力を感じた。

26



重点施策      12  　へき地教育の推進  

【施策概要】

　１．児童生徒が郷土を愛し、自然や人とのふれ合いをとおして、主体的に学び、たくましく

　　生きる資質や能力を育てた。

　２．へき地の学校の特性を生かした教育計画と個に応じた指導の充実を図った。

【実施状況】

　

　新宮小中一貫校の取組

新宮地域における過疎化の進行により、平成18年9月内閣府に「新宮小中一貫教育特区

認定」申請を行い、同年11月16日特区の認定を受けた。平成18年度にて寺内幼稚園及び寺

内小学校が閉園、閉校となり、平成19年度より新宮小中学校がスタートした。

　１．一部教科担任制の導入（小学部1～6年生）

　小中のスムーズな連携を図るため、理科、英語、音楽、体育等で小学部から教科担任制を

導入し授業を行っている。

　２．英語科の新設（小学部5・6年生）

　国際社会に通用する人材を育成するため、小学校5・6年生の段階から英語の授業を実

施している（年35時間）。耳から入る「ペンマンシップ」を活用している。　

　３．キャリア教育（小5　中7～9年生）

　　将来の進路に向けた職場体験学習を中心に勤労観を高めるキャリア教育を充実させた。

　４．ふるさと・体験学習（全校児童・生徒）

　総合的な学習の時間等を活用し、「ふるさと」を知り誇りに思い、ふるさとを愛する心や

ふるさとに寄与する心を育てた。

【内部評価】

　

　 へき地教育の推進事業 　　現状継続

　新宮小学校と寺内小学校の統合及び新宮中学校との統合による、新宮小中学校の開校 

により、9年間を見通した教育課程及び指導方法について研究を進めていく中で、地域の

特色を生かした教育活動を充実させるため、指導にかかる工夫ある取組がなされた。

　小学部においては統合前は複式学級による学習であった児童が、大きな集団の中で望 

ましい集団生活を通して、心身の調和がとれた発達と個性の伸長を図るとともに、集団の

一員としての自覚を深め、協力してより良い生活を築こうとする自主的、実践的な態度が

育ってきた。

　また、中学部においては、心豊かな人間性を育み、自己指導力を養い、ふるさとを愛し、

ふるさとの発展に寄与する気持ちを育む教育への取組が実践できた。
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重点施策      13  　幼稚園教育の推進  

【施策概要】

幼児を取り巻く社会の変化を踏まえ、家庭や地域社会との連携を図りながら、幼児や地域の

実態に即した特色ある教育を推進し、豊かな人間性や、「生きる力」の基礎を培う幼稚園教育の

充実に努めた。

【実施状況】

　１．幼児や地域の実態に即した特色ある幼稚園づくりの推進

(1) 地域や幼稚園、幼児の実態に即し、全教職員の創意を生かした特色ある幼稚園経営を

行った。

(2) 教育目標の実現を目指し、幼児の発達の特性に応じた教育課程の工夫・改善を図った。

(3) 教育環境の充実・整備に努め、幼児の自己実現を促す教育活動を行った。

(4) 家庭や地域の人々との連携を図り、心身共に健全な幼児の育成に努めた。

(5) 園での教育活動や運営の状況等について自己点検・評価を行うとともに、積極的に 

情報を提供することにより、地域に開かれた幼稚園づくりに努め、保護者や地域等の信 

頼に応える教育を推進した。

(6) 子育てに関するさまざまな相談事業の充実を図り、子育て支援に努めた。

   ○「森のようちえん」推進事業（川之江幼稚園）H24・25年度事業

　　 ○「園庭芝生化事業」（川之江みなみ幼稚園）

　２．生きる力の基礎を培う教育内容と指導方法の改善の取り組み

(1) 多様な生活体験を通して豊かな感性を育てるよう努めた。

(2) 幼児期にふさわしい生活が展開されるよう、幼児の主体的な活動を促し、遊びを通し

ての総合的な指導の充実に努めた。

(3) 個を生かす評価をもとに、幼児一人ひとりの発達の特性に応じた指導の在り方を工夫

した。

(4) 人権・同和教育の推進

ア 同和教育を人権教育の重要な柱と位置付け、人権教育としての同和教育を積極的に 

推進した。

イ 教職員は地域の学習会に積極的に参加し、差別の現実に学び、自己の生き方や教育内

容の充実に努めた。

ウ 心に響く豊かな体験を通して、生命を尊重する心を育てる教育に努めた。

エ すべての教育活動の中で、認め合い、支え合う仲間意識を育てることに努めた。 

(5) 特別支援教育の推進

ア 一人ひとりの発達の特性や課題、生活上の困難等を把握し、適切な支援に努めた。

イ 家庭や関係諸機関との連携を図るとともに、特別支援教育コーディネーターを中心と

した教師間の連携による共通理解と幼児の指導に努めた。

(6) 道徳性の芽生えを培う教育の推進

ア 幼児の道徳性の芽生えを正しくとらえ、道徳的な感じ方や考え方の基礎を育てること

に努めた。

イ 一人ひとりの幼児の道徳的な態度や心情の発達に留意し、教育的環境や条件の整備に

努めた。

ウ 家庭や地域との連携を密にし、基本的な生活習慣の育成に努めた。 

(7)健康安全教育の徹底
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ア 健康・安全で活力のある生活を送るための基本的な習慣や態度の育成に努めた。

イ 自他の生命尊重を基に、体験を通して安全に対する判断力や行動力の育成に努めた。

ウ 望ましい食生活を身に付けさせることに努めた。

エ 安全点検や安全対策の改善・整備に努めるとともに、家庭や地域社会との連携を密に

とり、事故防止に万全を期した。

オ 防犯、防災、交通安全等について、家庭や諸機関との連携を図りながら、指導の徹底に

努めた。

　３．幼稚園・保育園・小学校との連携

(1) 地域の実情に即して協力体制を整え、教育内容や指導方法の相互理解に努めた。

(2) 幼・保・小の独自性を踏まえつつ、幼児・児童の学びや育ちを連続的にとらえ円滑な

移行を図った。

(3) 幼児一人ひとりの成長や発達の可能性を小学校に伝えるための具体的な方法の工夫

に努めた。

　４．教職員の資質と指導力の向上

(1) 専門職としての資質と指導力の向上を目指して研究を充実し、主体的な研修に努めた。

また、幼稚園教諭としての資質・専門性の向上を図るため、研修会の時期、内容を検討し

たり、特別支援教育に関する研修を重ね、発達障害をもつ子どもの理解を深めたりする

よう努めた。

(2) 自園の実態に即して研修内容を体系化し、園内研修の充実に努めた。

(3) 常に教養を高め、指導の向上を図るよう自己研修に努めた。

(4) 市内幼稚園の研究交流を積極的に推進し、自園や自己の研究に生かせるように努めた。

　　○10年教職経験者研修(三島南幼稚園）

  ■教育施設整備工事実施状況　　

工事名 工事費(千円) 工事の内容

三島東幼稚園屋上防水改修工事 470 屋上の防水工事

川之江みなみ幼稚園スプリンクラー

設置工事

220 芝生化による散水栓の設置

土居東幼稚園雨樋等改修工事 262 雨樋改修

その他工事 10件 2,377

合　計 3,329

　　　　　　　　　　　　　　　

　　備品については、園用備品（1,034千円）を購入したほか、安心子育てコミュニテイ広場

推進事業での運動場芝生化に伴い必要となる備品を整備（200千円）し、施設の充実を図

った。

　　幼稚園就園奨励事業として幼稚園教育の振興を図るため、私立には幼稚園就園奨励費 

補助金（32,062千円）を支出、公立では保育料を減免措置（260千円）したほか、被災幼児

就園支援事業として保育料及び通園バス協力費の減免を実施（90千円）した。また、遠距

離園児に対し、保護者負担の軽減（36千円）を図ったほか、私立幼稚園助成事業として市

内の私立幼稚園4園に私立幼稚園運営補助金1,800千円（1園450千円）を補助した。
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【内部評価】

　 幼稚園管理運営業務 　　改善継続

　　市立幼稚園7園の維持管理業務、警備委託、水質管理、設備備品の整備を行い、安心して

教育が受けられる環境を整備することによって幼児教育の向上に資するとともに、安全管理

の徹底により事故の未然防止に繋げた。

　幼稚園施設整備事業 　　改善継続

　各園からの要望を受け、緊急度・優先度を検討し実施した。

施設工事件数：13件　　事業費7,686千円

　幼稚園通園支援事業 　　改善継続

　三島地域、土居地域の園児に対し、通園バスによる送迎サービスを行うとともに、新宮地域

については、福祉バスを利用する園児の保護者に対し定期代を補助した。

・通園バス運行回数：778回　　通園バス利用園児数：延べ 1,307人（平成 23年度 

1,385人）　受益者負担金：3,318千円     

 遠距離通園バス補助金交付額：36千円   遠距離通園バス補助対象園児数：1人

・幼稚園通園バスについては、現在三島地域及び土居地域において運行し、新宮地域におい

ては福祉バス利用者に定期代補助を行っている。川之江地域は通園バスを運行しておらず保

護者の送迎等によっている。利用料金については平成20年度より、川之江地区を除いて

2,500円で統一した。

・総事業費：12,019千円（人件費含む）

　 幼稚園就園奨励費補助事業 　　改善継続

　家庭の所得状況に応じ、公立幼稚園の保護者には園児の保育料減免を、私立幼稚園の保護

者には就園奨励費補助を行い、保護者の経済的負担の軽減を図ると共に、公立・私立間の保

育料格差の是正及び低所得者世帯への負担軽減を図った。

　今後、年少扶養控除廃止に伴う影響を的確に把握し、所得階層判定基準等の改善見直しを

適切に行いつつ事業を継続する。

・私立幼稚園補助金交付者数：697人（申請者数826人の内）

　公立幼稚園保育料減免者数：11人（申請者数41人の内）　

　総事業費：32,273千円（国支出金：7,775千円）

　 私立幼稚園運営補助事業 　　現状継続

　市内私立幼稚園の安定経営のため、補助金を交付し幼児教育の維持・向上に寄与した。

交付した補助金により、園内の備品（教育備品・棚・園児用椅子）等園児に関わる取組に使

用されている。

・補助対象幼稚園数：4園　補助額：1,800千円（１園450千円）

　幼稚園経営については、毎月1回園長会を開催し、教育委員会の指示を確認するとともに、

主要な年間行事や園児募集、学級編制等についても常時情報交換を行い、相互の連絡を密に

する体制づくりを行ってきた。

　幼稚園学校評価実施報告では評価委員より、幼稚園側から地域へ園内の教育情報等の提供

ができており、園長の方針や考えが職員や保護者に浸透し、園児の性格や長所を把握して指

導にあたれたとの評価をいただいた。

　また、新宮幼稚園預かり保育では、年間を通じて定期利用5名、一時預かり利用も保護者の

ニーズに応じて随時対応した。
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重点施策      1  4  　学校給食の推進  

【施策概要】

児童生徒の心身の健康保持増進を図るため、安全で栄養バランスのとれた豊かな学校給食

の提供とともに、正しい食事のあり方や望ましい食習慣の形成に努めた。

【実施状況】

１．栄養バランスのとれた給食

給食をおいしく食べられるようにするとともに、多様な食品の組み合わせや栄養バラン

スに配慮した献立作成に努めた。

２．安全衛生管理の徹底

平成24年8月に合併後初めての全調理員対象の研修会（1日）を実施し、給食関係者の

安全衛生意識の高揚に努めた。また、施設設備の改善を図り、安全衛生管理の向上に努めた。

また、異物混入となりかけたスライサーの刃の安全衛生点検について、愛媛県保健体育課

及び四国中央保健所と協議を行い改善を行った。

三島学校給食センターにおいて、学校給食モニタリング事業を行い、放射能汚染のチェッ

クを6回実施した。その結果、放射能は検出されず、より一層安心安全な給食の提供が確認

された。

３．望ましい食習慣の育成

望ましい食習慣の基礎を養い、自己の健康管理ができる能力を育成するため、家庭と連携

しながら食に関する指導に努めた。

親子料理教室の開催…年間１回開催(2箇所)　参加者数：72人

４．地元産食材の活用

減農薬・減化学肥料で栽培された米、野菜等をはじめ、より安全で安心な地元産食材の活

用を推進した。

　【平成24年度実績】

・ 地域米利用米飯給食対策事業補助金交付額：3,334千円

・ 学校給食の食材に地元産が使用された割合：28.2％（平成23年度31.7％）

【内部評価】

　地産地消推進事業 　　拡充継続

　食の安全性が求められる現在、安全で安心な地元産の食材をより多く給食に使用する試

みが実施され、農家や農協の協力の下、地元産野菜の使用量増に努めている。平成24年度は

川之江地域の使用割合が減った（前年対比▲10.1％）ため、全体では3.5％の減となった。

（使用割合28.2％）また、地元産米と地域産米の差額については市の補助金により補填し、

その他農産物については生産者の協力により新鮮なものを安価に購入している。
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　食育推進指導業務 　　拡充継続

　親子料理教室等を通じ、親子の絆を深め、食に関して関心を持ち、食材の素晴らしさと望

ましい食習慣の育成を推進できた。また、子供たちが普段どのような学校給食を食べている

のか保護者に認識していただき理解を得た。

　学校給食共同調理場運営委員会運営業務 　　現状継続

　四国中央市学校給食共同調理場設置条例に基づき、共同調理場の運営に関する重要な事

項について協議し、本年発生した異物混入になりかけた事案の衛生管理について各分野か

ら有意義な意見をいただき、年1回ではあるが順調な運営を行っている。

　学校給食会運営業務 　　改善継続

　四国中央市学校給食会理事会を開催（年6回）し、今年度は特に現年度分の給食費の未納対

策について協議を行い、現年度給食費の四国中央市学校給食滞納整理マニュアルを作成した。ま

た、給食費（幼稚園215円、小学校230円、中学校270円）の範囲で安心安全な給食を提供す

ることができた。給食会計は、5会計に分かれた私会計であり、市が会計事務を行っているが、

給食費の未納が約424万円となり、合併後初めて前年度の未納額（H23年度440万円）を下

回った。これは、現年度分の各小中学校・幼稚園の未納者に対する徴収の努力と悪質滞納者

への対策の効果と考えられる。また、悪質滞納者（11世帯）について、市長名による内容証

明郵便での催告を行った結果、うち2世帯については完納し、5世帯については、分割納付と

なった。

　また、独立会計のため一部業者への支払業務に支障をきたしているため、会計事務の移管

について慎重に検討の余地がある。

　学校栄養士部会運営業務 　　現状継続

　県の栄養教諭・栄養職員と市の栄養士により、年数回（平成 24年度8回）の研修及び協

議会を開催し、調理における安全衛生面の確保及び食育指導の推進を図った。

　献立作成業務 　　現状継続

　市内の学校給食の献立を地域ごと（川之江・新宮・三島・土居）に毎月（8月を除く）

作成し、新鮮で栄養バランスのとれた献立を提供している。献立については地元産の農産物

を積極的に活用し、食材費・栄養価・調理方法等様々な方面から考慮し作成している。

　四国中央市学校給食センター建設業務 　　拡充継続

　平成23年度から四国中央市学校給食センター建設準備委員会を立ち上げ、平成24年度におい

ても老朽化した三島学校給食センターの建て替えについて、様々な視点から協議を行った。
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重点施策      15  　少年の健全育成活動の推進  

【施策概要】

少年育成センターは､複雑な社会情勢を背景に多様化・深刻化する少年問題に対応するた

め､少年の健全育成活動の総合的な拠点として､「四国中央市の子どもを育てる市民会議」の参

画団体及び関係機関との連携を密にし､地域に密着した補導活動・広報活動・環境浄化活動

等を積極的に推進し､少年の健全育成や非行防止に努めた。

【実施状況】

少年の健全育成の総合的な活動拠点として、本年も補導業務、相談業務、少年健全育成団体

との連携強化等を柱に各種事業に取り組んだ。

　補導業務については、職員による週5回の街頭補導、少年補導委員による地区単位の街頭補

導を精力的に実施するとともに、定期的に四国中央警察署員・学校教職員・ＰＴＡ・更生保

護女性会等とも連携しながら、大型量販店等を中心に巡回補導を行い、少年非行の未然防止に

努めた。

　相談業務については、こども支援室と連携し、少年に関わる様々な問題や悩みについて、面

接及び電話、訪問、メールによる相談を行った。年々増加する相談に対応するため、専属的に相

談業務に従事するセンター職員1名を配置した結果、体制の安定、強化が図れ、相談者のニー

ズに応えることができた。

　今年度は、当市において、愛媛県青少年育成協議会と四国中央市の子どもを育てる市民会議

の共催で、愛媛県青少年健全育成推進東予大会を開催し、大会のメインである健全育成講演会

を実施し、市民会議の会員や市民、東予地区の関係者に広く啓発活動を行った。

　また、継続事業である子どもの緊急避難所「子どもを守るいえ」の設置、地域の大人と子ども

とのあいさつを通じた見守りあいさつ運動「笑顔の町をつくり隊」の会員募集、車による子ど

もの見守り活動である「子ども見守りパトロール」ステッカーの貸与などを積極的に行った。

その他、主な活動状況は次のとおりである。

　１　街頭補導の実施

　　・定期、特別、地区、合同補導

　　・所員補導（毎週月～金曜日）

　２　地区会への協力

　　・地域の実情にあった地区会（補導委員会、青少年健全育成協議会等）への参加、協力

　３　相談活動

・来室相談207件、電話相談418件、訪問相談290件、メール相談419件

　４　環境浄化活動

　　・危険箇所点検協力、放置自転車点検協力

　・白ポスト（有害図書類）点検（随時）

　５　広報・啓発活動の実施

　　・広報誌（すこやか育成）の作成

　　・不審者情報の発信41件　メール配信登録者778人

　　・懸垂幕（明るく住みよい社会づくり推進標語）の掲出（7/1～7/31）
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　　・「子どもを守るいえ」設置（協力者：1,095人）

　　・子ども見守りパトロールの実施（ステッカー貸与：97台）

　　・「笑顔の町をつくり隊」会員募集（会員：1,240人）

    ・帰宅放送（夏季、冬季、春季休業期間）

　６　研修・調査活動の充実
　　・市町少年補導委員ブロック別東予地区研修大会（7/7　新居浜市）

　　・青少年の非行・被害防止県民大会（7/23 松山市）

　　・愛媛の未来をひらく少年の主張大会（9/8　松山市）

　　・第43回四国地区少年補導センター連絡協議会「愛媛大会」（9/29　松前町）

　　・愛媛県少年補導委員研修大会（10/26　松山市）

　　・青少年健全育成推進ブロック大会（11/6　四国中央市）

　　・児童生徒をまもり育てる協議会管内別連絡会議（12/5　土居文化会館）

　　・四国中央市要保護児童対策地域協議会研修会（2/22　福祉会館）

・四国中央地区防犯協会研修（2/27　松山学園）

　　

  ７　関係機関・団体との連携強化

　　・愛媛県少年補導センター連絡協議会定期総会（4/20　松山市）

　　・四国中央地区更生保護女性会総会（4/27　福祉会館）

　・四国中央市三高校生徒指導連絡協議会（5/8　土居高校）

・四国中央市生徒指導主事会（5/10、6/28、9/6、11/15、2/7　福祉会館ほか）

・四国中央市ＰＴＡ連合会定期総会（5/12　グランフォーレ）

　　・四国中央市愛護班連絡協議会総会（5/15　福祉会館）

　・四国中央地区保護司会定期総会（5/23　四国中央市本庁舎）

　・四国中央市要保護児童対策地域協議会代表者会議（5/24　福祉会館）

　・四国中央市少年補導委員連絡協議会総会（6/6　福祉会館）

　・東予地区広域補導連絡協議会代表委員会（6/7、2/21　新居浜市）

　・四国中央市の子どもを育てる市民会議委員会（6/12　福祉会館）

　・川之江交番連絡協議会総会（6/14　市民会館川之江会館）

　・愛媛県少年補導委員連絡協議会総会（6/27　松山市）

　・四国中央市中高生徒指導連絡協議会（6/29、11/22、1/25　土居高校）

　・四国中央市発達支援相談連絡会（7/12、9/20、2/28　福祉会館）

　・犯罪の起きにくい街づくりネットワーク会議（9/19　福祉会館）

    ・未成年者喫煙防止推進協議会（2/19　新居浜市）

　

【内部評価】

　少年の健全育成活動の推進 　現状継続

　少年育成センターは、少年の健全育成の総合的な活動拠点として、本年も補導業務、相談業

務、青少年健全育成団体との連携強化等を柱に各種事業に取り組んだ。

　今後も引き続き、「四国中央市の子どもを育てる市民会議」の参画団体及び関係機関と連携

を密にし、地域に密着した補導活動、広報活動、環境浄化活動等を積極的に推進し、少年の健

全育成や非行防止に努めたい。
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 重点施策      16  　生涯学習の推進  　　　　　　　　　　　　　　　 　　 

【施策概要】

　生きがいを持ちゆとりのある生涯学習社会を築いていくために、市民の学習機会の拡充

を図り「だれもが、いつでもどこでも学べる」社会教育を推進し、心豊かなひとづくり、

まちづくりに努めた。

　　
【実施状況】

　　　　
　１．成人式（成人式式典事業）

　　　　　対象者：平成4年4月2日から平成5年4月1日生まれ　　

地域名 開催日 場所 対象者 出席者 出席率/％

新　宮 平成24年8月15日 新宮公民館 10 10 100

川之江

平成25年1月6日

川之江文化センター 424 286 67.5

三　島 福祉会館 408 300 73.5

土  居 土居文化会館 202 170 84.2

合計 1,044 766 73.4

  

　２．視聴覚教育推進事業（教材・機材の貸出状況）

　学校教育及び社会教育における視聴覚教育振興を図るため、四国中央市視聴覚ライ

ブラリーを設置し、視聴覚機材や教材の利用促進に努めた。

教　材 機         　材

16㎜ﾌｨﾙﾑ 実物投影機 ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ 16㎜映写機 ＯＨＰ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ

0回 1回 5回 0回 2回 22回

　　

　３．学校・家庭・地域連携推進事業

　　（１）放課後子ども教室

　すべての子どもを対象に、放課後等における子どもたちの安全安心な活動場所を設

け、勉強やスポーツ、文化活動、地域住民との交流活動等に取り組み、地域社会の中

で心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進した。

教室名 対象校 参加児童数 開催日数

　ほんわかくらぶ 金生第一小学校 2,669 44

　あんたれすKIDS 長津小学校 60 10

　あつまれ小富士っ子教室 小富士小学校 1,073 39

　赤石フレンド教室 関川小学校 4,572 248

　　（２）学校支援地域本部

　学校を地域で支援する体制づくりを推進し、教員や地域の大人が子どもと向き合う

時間の増加、住民等の学習成果の活用機会の拡充及び地域の教育力の活性化を図った。
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学校支援地域本部名

学校支援活動（回数） 地
域
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

学
校
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

対象学校数

　
学
習
支
援
活
動

　
部
活
動
の
指
導

　
環
境
整
備

　
登
下
校
安
全
指
導

　
学
校
行
事

　
小
学
校

　
中
学
校

川之江南中学校区　

学校支援地域本部
95 0 29 657 14 5 452 4 1

三島南中学校区　　

学校支援地域本部
105 279 17 444 2 3 566 2 1

  

　　（３）家庭教育支援

　　　子育てサポートリーダー、元教員、心理士などから成る「家庭教育支援チーム」が、 

　　保護者への学習機会の提供や相談活動などを通して、身近な地域おける家庭教育支援を 

　　図った。

　　

相談対応件数 学習会・講座 主な活動場所

69 19
寒川公民館、妻鳥公民館

市内幼稚園、保育園、小・中学校

　４．社会教育団体及び指導者の育成

　団体育成事業では、自発的な学習活動を支援するため社会教育関係団体に対して補

助金を交付し、活動・運営の活性化と育成指導に努めた。　　

社会教育団体名 補助金額/千円

四国中央市連合婦人会 1,600  

四国中央市PTA連合会 848  

四国中央市愛護班連絡協議会 680  

日本ボーイスカウト四国中央第2団 30  

　５．共催・後援事業

　社会教育関係団体等が主催する教育及び文化事業に対して共催・後援・協賛をし、

市の教育及び文化の振興に寄与した。  

   共催事業… 4件 　後援事業…16件

  ６．新宮少年自然の家事業

　豊かな自然環境を活用した集団宿泊体験を通じ、豊かな情操を育むとともに、創造

力と忍耐力を兼ね備えた少年の育成並びに各種研修等に学習の機会を提供した。　

  利用者数…1,877人 　前年度に比べ715人減
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【内部評価】

 

事業名 評価 今後の取り組み・改善策

１．成人式式典事業 現状継続

　恒例行事として根付いた行事であり、継続

に対する要求も多い。運営についても大きな

混乱もなくスムーズであり、式典のなかの出

し物（太鼓演奏、恩師によるビデオレター）

も好評であることから運営全般については大

きな変更は加えず、現状を継続していくこと

とする。

２．視聴覚教育推進事業 改善検討

　視聴覚機材や教材などの貸出中心の事業か

ら、インターネットやパソコンソフトなどを

活用した新たな事業の展開を調査検討する。

３．学校・家庭・地域連携推

進事業
改善継続

　学校・家庭・地域が連携し、地域全体で子

どもたちを育てる体制づくりを目指した本事

業の意義は大きい。

　今後とも広報、啓発活動に努め、事業への

理解と支援実施校及びボランティアの拡大を

図り、地域の実情に応じこれらの活動を有機

的に組み合わせ継続実施していく。

４．社会教育団体育成事業 現状継続

　社会教育活動を支援するため、補助金を交

付し団体の活性化に努めているが、事業内容

などを十分に把握し補助金が公正、効率的に

執行されているか各団体への指導を引き続き

行うことが重要。

５．共催・後援事業 現状継続
　本事業の趣旨に合致した内容であるか、十

分に検討を行うことが重要。

６．新宮少年自然の家事業 現状継続

　市内の小中学生の自然体験学習の場として

の役割は大きい。利用者数も毎年2,500名を

超える。管理運営方法についても、指定管理

者制度だけでなく、あらゆる方策を検討する

必要がある。

　また、一般利用の拡大を含め体験学習の充

実が課題である。
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 重点施策      17  　公民館活動の推進  　　　　　　　　　　　　　　　 　 

【施策概要】　

　地域に密着したつながりのある公民館活動を推進するため、地域コミュニティの再生を 

図り、住民の学習要望や動向等を把握するとともに、地域の学習拠点としての教育・奉仕

活動や体験活動を支援し、人材育成に努めた。学校・社会体育と連携のもと住民の健康づ

くりと生きがいを体感できる軽スポーツ活動の推進を図った。

  「四国中央市人権尊重のまちづくり条例」に基づき、あらゆる差別をなくし全ての人の

人権が尊重されるまちづくりをめざして、人権・同和教育の推進に努めた。

【実施状況】

　○公民館事業実績・利用状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：回、人

館名
対象

人口

主　　要　　事　　業

貸館利

用者数
家庭

教育

奉仕

活動

体験

活動

学校

家庭

連携

その

他
計

参加延

人数

川之江 11,921 11 2 13 1,638 11,237

金　生 9,419 5 1 4 11 21 2,317 10,649

上　分 2,651 8 6 5 10 29 3,500 6,330

妻　鳥 6,698 1 3 35 39 2,200 18,010

金　田 4,059 1 30 4 5 12 52 3,600 3,800

川　滝 2,069 4 2 8 11 27 52 3,500 6,422

新　宮 1,324 2 2 2 4 10 1,186 2,451

松　柏 7,413 2 4 1 3 60 70 6,500 7,500

三　島 7,995 3 4 70 77 6,421 35,601

中曽根 5,486 37 1 2 61 101 6,571 10,180

中之庄 6,141 4 1 5 3 48 61 5,631 6,385

寒　川 5,521 2 1 1 3 53 60 4,519 11,187

豊　岡 4,086 2 1 55 13 71 3,800 5,540

嶺　南 244 5 5 521 1,609

長　津 4,522 11 19 33 7 22 92 5,628 4,685

小富士 2,947 4 2 29 41 10 86 5,691 6,072

天　満 1,506 43 15 7 33 98 196 3,857 3,177

蕪　崎 998 54 36 90 2,014 1,864

土　居 3,839 21 3 4 6 45 79 4,890 9,574

関　川 3,096 5 16 18 7 5 51 6,766 8,835

合　計 91,935 162 94 178 194 627 1,255 80,750 171,108

　　

【内部評価】 

事業名 評価 今後の取り組み・改善策

　公民館事業 改善継続

住民の多様なニーズに応えるため、職員の資質の向上、事

業内容の見直し、施設や設備の拡充に努めると共に管理運営

や施設整備の方針などについて総合的な検討を進める。
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 重点施策      18  　社会体育の推進  　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 

【施策概要】　

　　

　　市民の健全な心身の発達を促し健康で豊かな文化生活を営むため、スポーツによる楽しみ、
健康づくり志向者を含む多様化したニーズを考慮した各種施策を行い、市民総参加による体育、

　スポーツの普及振興に努めた。

　　第72回国民体育大会開催に向けた準備を着実に推進した。

【実施状況】

　

　１．社会体育施設の利用状況 　

施　　設　　名 施設数 利用件数

　小中学校夜間体育館 25　 759　

　小中学校夜間グラウンド 　21  1,422  

　川之江スリーオンスリーバスケットコート 1  0  

　川之江運動場 1  773  

　川之江体育館 1  4,648  

　浜公園川之江野球場 1  163  

　浜公園パークゴルフ広場 1  10,187  

　浜公園サブグラウンド広場 1  110  

　浜公園多目的広場 1  161  

　川之江東部グラウンド 1  123  

　向山公園グラウンド 1  181  

　かわのえテニスセンター 1  4,704  

　川之江埋立グラウンド 1  128  

　金田グラウンド 1  40  

　金田テニスコート 1  0  

　伊予三島運動公園野球場 1  107  

　伊予三島運動公園屋内練習場 1  227  

　伊予三島運動公園テニスコート 1  2,142  

　伊予三島運動公園多目的グラウンド 1  501  

　伊予三島運動市民体育館 1  4,561  

　伊予三島運動公園相撲場 1  1  

　スカイフィールド富郷 1  131  

　松柏グラウンド 1   189  

39



　寒川グラウンド 1  172  

　嶺南体育館 1  94  

　土居総合体育館 1  1,125  

　やまじ風公園多目的グラウンド 1  373  

　土居テニスコート 1  548  

合　　　計 72  33,570  

　

　プール等

施　設　名 開放期間 開放日数
利用者数/人

総数 1日平均 1日最大

城山公園川之江プール 休止 ― ― ― ―

伊予三島運動公園プール 7/21～8/19 30 24,218 807 1,473

土居総合体育館フィットネス 4/1～3/31 310  123,086 397 530 

　２．社会体育行事の実施状況

行　　事　　名 開　催　日 参加者数 備　考

プロバスケットBJリーグ H24.4.7･8 1,584入場者数

四国中央市スポーツ少年団春季大会 H24.4.22 95250単位団

ファミリーウォーク’１２ H24.5.20 69三豊市

四国アイランドリーグPlus公式戦 H24.6.16 雨天中止 VS高知FD

地域対抗成人バレーボール大会 H24.7.7 80

高校野球招待試合（川之江・池田） H24.7.8 150観客数

四国アイランドリーグPlus公式戦 H24.7.16 488VS徳島IS

泳げない子の水泳教室（～8月3日） H24.7.23 41

愛媛FC四国中央市マッチシティー H24.8.26 3,109FC岐阜

四国中央市スポーツ少年団秋季大会 H24.9.16 95250単位団

市民スポーツ祭 H24.10.7 4,44530種目協会

職域親睦スポーツ大会 H24.10.28 2872種目

スポーツアドベンチャーin四国中央 H24.11.3 35719種目

四国中央市スポーツ少年団ライオンズ旗大会 H24.11.11 600ﾊﾞﾚｰ・ﾐﾆﾊﾞｽ

四国中央市駅伝競走大会 H24.12.2 539

四国中央市綱引大会 H24.12.16 23828ﾁｰﾑ

新春やまじっこマラソン大会 H25.1.13 1,416

四国中央市小学生駅伝大会 H25.2.3 632
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　３．社会体育振興に関する助成など

団　　体　　名 補助金額/千円 摘　　　要

  四国中央市スポーツ少年団本部 768 

　公益財団法人四国中央市体育協会 9,500 

　四国中央市ラグビーフットボール協会 1,000 三高ﾗｸﾞﾋﾞｰ部全国大会出場

　

【内部評価】 

事業名 評価 今後の取り組み・改善策

　社会体育施設管理運営業務 改善継続
電子予約システムの運用、施設使用料の適正

化、指定管理者制度の改善と拡大を図る。

　社会体育行事運営業務 現状継続 参加者の拡大と安全な大会運営を行う。

　社会体育振興関連業務 現状継続
指導者の資質向上と競技者の競技力の向上を

図る。

　第72回国民体育大会開催

　準備業務
現状維持

平成29年開催「愛媛国体」に向け、計画的に

開催準備を着実に進める。
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重点施策      19  　文化活動  の  振興  

【施策概要】

文化の香り高いまちづくりを進めるため、市民の自主的な文化活動の育成を図るとともに、

伝統文化を後世に伝えるため、その保護に努め、郷土の歴史・文化に対する市民意識の醸成を

図った。

【実施状況】

１．文化活動の振興

 (1) 文化関連団体の支援

　市民の自発的な文化活動を促進するとともに、文化団体に対して補助金を交付し、活動運

営の活性化と育成指導に努めた。また、団体等が主催する文化事業に対して、共催・後援・

協賛を行い、文化の振興に寄与した。「四国中央市文化協会」においては、11月の文化の日に

あわせて川之江・三島・土居・新宮の各支部ごとに４地区４会場で文化祭を開催した。

 (2) 芸術文化活動の推進

　四国の文化情報発信基地を目指し、生涯学習時代にふさわしい魅力ある活動を進めるた

め、｢秋季県展四国中央市移動展｣の開催の支援を行い、市民へ芸術文化鑑賞の機会を提供す

るとともに市民の芸術文化意識の高揚に努めた。

 (3）四国中央ふれあい大学の実施

　平成4年の開学以来、市民に好評を頂いている四国中央ふれあい大学は、行政と企業、各

種団体が一体となって、日頃地方では接する機会の少ない講演会や演奏会、演劇鑑賞会など、

質の高い文化事業を定期的に実施しており、市内28社、市外3社の企業・団体からの協賛

金と市補助金によって文化的催しや市単独では困難なイベント等を実施した。

　平成24年度は、「吉田兄弟コンサート」を含む4講座を開催し、受講者数は延べ2,082人

であった。

　また、情報発信事業として3事業を支援し、事業費総額は21,458千円（企業協賛金6,100

千円、市補助金10,600千円（内4,500千円は書道パフォーマンス甲子園支援事業として追

加計上）

実施年月日 事 業 名 ・ 内 容 人　数

H24.7.7～8 【情報発信事業】ふれあい・あ～とフェスタin四国中央vol.3 372名　

H24.7.22 【情報発信事業】第13回四国高等学校演劇祭 約400名　

H24.7.29 【情報発信事業】第5回書道ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ甲子園記念大会 約4,000名　

H24.8.25 第86回講座「吉田兄弟コンサート」 637名　

H24.10.27～28 第87回講座「金子みすゞの世界－２０弾」 462名　

H24.12.1 第88回講座「宮崎哲弥トークショー」 321名　

H25.2.17 第89回講座　「いっこく堂腹話術リサイタル」 662名　

 (4）書道パフォーマンス甲子園と四国中央市紙のまち新春競書大会の開催

　平成24年7月29日に第5回全国高等学校書道パフォーマンス選手権記念大会（書道パフ

  ォーマンス甲子園）を実施した。本大会は、全国から32校の応募があり、19校の高等学校書

  道部が出場。特に被災地支援枠として参加した岩手県陸前高田市の高田高等学校をはじめ
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　とした3校は、復興へ向けて頑張っている姿を披露し、延べ約4,000人の観客を感動させた。

　  また、平成25年1月20日には第2回四国中央市紙のまち新春競書大会を行い、市内小中

  学生197名が参加し書の技術を競った。書を競い合う児童・生徒の真摯な姿を通じた厳か

　な雰囲気に約300人の観客からも概ね好評を頂いた。

２．民俗芸能・伝統行事の保護・継承

　　地域の民俗芸能や伝統行事を市民に紹介するとともに、歴史的活動の学習機会の充実を

　図り、保護・継承活動に努め、後継者の育成を図った。

【内部評価】

　四国中央ふれあい大学事務局業務 　　現状継続

　今年度も年間パスポートを発行し当日で完売。購入者の65％の方が受講し固定客及び来

場者増にもつながる結果となった。

　また、コンビニ等でのチケット委託販売の実施により、市外から来場する方が増え、大変

好評であった。

　芸術文化活動振興業務 　　改善継続

　文化協会団体関連事業及び各種団体等の活動について、後援等の支援を実施し、多くの市

民に高度な芸術・文化に触れ合う機会を提供した。

　今後とも市民ニーズを的確に把握し、多くの市民が参加しやすい環境づくりが必要であ

る。

　四国中央市文化協会事務局業務 　　改善継続

　文化協会は、各支部会員相互の連携により地域の文化活動を支え、文化振興の向上に大き

く寄与している。

　文化財めぐり等により、各支部の親睦は一層深められているが、市民文化ホールの開館に

合わせ、文化祭の統合が有効な手法の一つとして考えられる。

　近年、会員の減少並びに高齢化等により協会運営も容易ではなく、引き続き行政の支援が

必要である。

　共催・後援・協賛業務 　　改善継続

　団体等が行う文化事業を支援し、活動の活性を高めるために後援等を行った。平成24年度

の申請件数は37件（共催3、後援34）であった。その大半が公的施設の会場使用料等に係る

支援である。

 共催・後援・協賛業務については、文化活動の積極的推進のため公的機関のバックアップ

が必要であるが、公平性・整合性を保つためにより細かい基準の明確化が必要である。

  書道パフォーマンス甲子園と四国

中央市紙のまち新春競書大会の開催

改善継続

　書道パフォーマンス甲子園は、全国の高校書道部等に認知され、本大会に出場することに

関心が高まっており、今後も応募が増加すると思われる。大会日程や会場、運営内容に加え、

運営組織等も状況に応じて形態を随時検討しなければならない。

　新春競書大会については、現在、市内小中学生に限った募集を行っているが、今後、市外等

への募集を検討し、更なる事業内容の充実を目指したい。
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重点施策      20  　文化財保護事業の推進  

【施策概要】

　１．文化財学習の推進

　暁雨館やかわのえ高原ふるさと館及び考古資料館を文化財学習の拠点として、関係機

関との連携により、郷土の歴史学習を推進した。

　

　２．文化財調査・保護活動

　市内に存在する文化財を調査し、その成果を広く市民に紹介し、文化財に対する理解と

認識を深めることにより、文化財の保護意識の醸成を図った。

【実施状況】

　１．文化財保護事業

　国指定天然記念物「下柏の大柏」（下柏町）の健全な樹勢の維持保全を図るため、土壌 

改良や病虫害防除を継続して行った。このほか、史跡・名勝・天然記念物等の文化財の管 

理・保護に努めた。指定文化財の保存管理のため、3件（国指定1、県指定1、市指定1）の

補助金交付を行った。

　また、冊子「四国中央市の文化財」(平成19年度作成）の頒布などにより、文化財の啓発

を図るとともに、四国中央市伝統芸能保存会をはじめとする民俗芸能保存団体の活動を

支援する等、民俗文化の保護・継承に努めた。

　富郷町寒川山乙1196のカツラを市天然記念物として指定した。

　２．国宝重要文化財等保存整備事業

　近年の急激な宅地化や諸開発事業に適切に対応するため、遺跡範囲を面として捉える 

と共にその内容を十分把握するため、市内全域を対象とした踏査や試掘確認調査を実施 

した。　　事業費：1,530千円（内　国庫補助金764千円）

　　(1) 向山古墳

　墳丘の範囲とその形態を明らかにすることを目的として、平成15年度から断続的に

実施している学術発掘調査については、一部継続して実施した。

　なお、将来に亘り安定的な維持管理を図るため、市土地開発公社所有分（8筆、1,738

㎡）を購入し公有地化するとともに、平成24・25年度の2か年事業として保存管理計

画を策定することとし、検討委員会の設置及び各種専門調査を実施した。

　　(2) 市内遺跡詳細分布調査

　市内に所在する遺跡は、これまで点でしか捉えられていなかったが、緊急の開発行為

に対応するため、面的な遺跡範囲の把握を目的とし、主として踏査を中心に市内遺跡詳

細分布調査を継続して実施している。

　３．埋蔵文化財発掘調査事業

　民間開発事業に伴う本発掘調査として、宝蔵寺跡第1次調査（Ｈ24．10～12）及び第

2次調査（Ｈ25．3）を実施した。なお、第1次調査地については、県下でも類を見ない規

模の柱穴が21件発見される等古代官衙関連施設と考えられ、これらを踏まえ、平成24年

12月8日に現地説明会を開催した。

　４．考古資料館

　向山古墳発掘調査、市内遺跡詳細分布調査による出土資料並びにこれまでの調査によ 
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る出土資料を適切に整理・保管し、貴重な文化遺産を後世に伝え、かつ広く市民に展示公 

開する施設として平成16年2月開館。

　現在調査中の向山古墳の最新の調査成果をはじめ、遺跡詳細分布調査の市民ボランテ 

ィアの活動拠点として利用を図ることにより、埋蔵文化財に対する市民の理解の促進に 

努めた。

　　

　５．その他

(1)土佐街道普及啓発事業として民間団体と協働のうえ、道の駅霧の森への案内看板設置、

  地図パンフレット25,000部、冊子パンフレット6,000部の作成及び配布を行った。

　　(2)国の緊急雇用創出事業により、旧富郷小学校に保管している有形民俗文化財約1,500

　　　点の整理及びデータベース化を行った。

　　(3)冊子『ふるさと宇摩の人々～四国中央市の偉人たちⅠ～』について、改訂版を作成のう

　　　え、一般販売も開始した。

　　(4)文化財等の普及啓発を図るべく、各種講演会等を開催した。

【内部評価】

　文化財保護事業 　　拡充継続

　下柏の大柏ほか市で所有・管理する文化財を中心として保護活動を行うとともに、国指定

建造物「真鍋家住宅」に日常維持管理経費、興願寺所蔵指定文化財8点に係る収蔵施設関連工

事に関する経費、及び県指定天然記念物「棹の森」に係る枯死樹木伐採等経費につき、財政的

支援を行うため所有者等に補助金を交付し、文化財の維持管理に努めた。

　遺跡詳細分布調査事業 　　改善継続

　埋蔵文化財包蔵地の把握は「文化財保護法」により市教育委員会が実施することが規定さ

れており、踏査を中心に各年継続して調査を実施している。

　調査が完了した範囲においては迅速な対応と措置が求められるが、試掘調査の増加と担当

者それぞれの作業の兼務により、相互に遅延を引き起こす傾向にある。踏査及び出土資料の

整理について、市民ボランティアによる住民参画をいただいているが、地域ごとに遺跡の把

握状況に偏差が無いよう、早急に市内全域の踏査を完了する必要があり、専任職員体制の充

実が課題である。

　向山古墳発掘調査事業 　　事業拡充

　墳丘・石室共に四国最大規模を誇る終末期古墳である向山古墳等について、将来に亘り安

定的に管理するために公有地化を図ることとし、平成24年度は、市土地開発公社所有分の購

入を行ったが、今後は他の民地についても必要な協議等を踏まえ、順次購入していくことと

する。

　また、墳丘の適切な維持管理のため、平成24・25年度の2か年事業として保存管理計画を

策定することとし、策定後は当該計画に基づき必要な施策を講じることとする。

　開発予定地確認業務 　　改善継続

　開発予定地確認は、文化財保護法に基づき土木建築工事に先立ち調査を行うもので、迅速

な実施が求められる。個人住宅も対象となるが、個人情報に関わるものでもあり民間委託は

困難である。開発事業計画に伴い派生する業務であるため、土木建築工事の工程等を考慮し

ながら調整しているが、調査員が他業務を兼ねているため、双方の業務に遅延をきたしてい

る。
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　考古資料館管理・運営業務 　　改善継続

　管理業務について、適切な保管が会計検査でも指摘されたところであるが、考古資料館の

機能としての保管・整理・展示公開にかかる体制が不十分であり、専任の学芸員も配置でき

ていない。また、市民ボランティアによる整理作業の参加を得ながらも、出土資料について整

理作業が追いついておらず、人員確保も課題である。金属器等については腐食による消失の

危険性があり、定期的な保存処理が必要である。

　古代官道調査保存事業 　　事業拡充

　歴史の道が注目されており、ウォーキングや旧街道に関する市民の関心も高まっており、

民間団体と協働で平成23年度からの2ヵ年事業として、土佐街道に係る案内看板及びパン

フレットを作成した。

　古代官道調査保存事業については、大豊町と古代官道の調査、研究、保存を継続して行うた

めに協議会を持っているが、専門職が不足しているため、活動面で十分でなく、更に市民に対

する周知の方策が求められる。

　市史関係業務 　　改善継続

　合併前の各市町村の市史を管理し、地域の歴史に関する照会に対応するとともに、地域の

歴史についてPRし、市民の関心を喚起、四国中央市史編纂の基礎資料とするべく準備を進め

ている。市史関係業務については、事業継続の必要性の高い業務であるが、学識経験のある市

民の参画を求め、編纂に向けた内部の体制作りが必要である。
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重点施策      21  　文化施設事業の推進  

【施策概要】

　かわのえ高原ふるさと館、川之江文化センター、土居文化会館、暁雨館及び考古資料館を
文化活動の拠点として活用し、市民の自主的な文化活動の育成を図るとともに、各種講座、

研修会等に広く開放した。

【実施状況】

　１．かわのえ高原ふるさと館

　郷土の歴史や文化に関する資料を展示している。郷土資料館としての機能を果たすべ

く資料の収集・保存・調査・公開に努めた。併せて、生涯学習の拠点として、企画展示

室・2階ギャラリー等において企画展・ギャラリー展を開催、また、陶芸・木工・油絵

等の各講座を開講し、市民の学習活動の支援に努めた。

　　【平成24年度実績】

　　　　開館日数：294日　入館者数：10,180人（前年比159人増）

　　　　講座開催回数：143回　総受講者数：1,870人

　　(1) 企画展（企画展示室）

実施期間 企 画 展 名

H24. 4.14 ～  5.20 宇摩を行き交う人と文化（前編）

H24. 6. 2 ～  7. 1 宇摩を行き交う人と文化（後編）

H24. 7. 8 ～  8. 5 第4回かあねえことばとイラスト展

H24. 8.11 ～  9. 9 高原ふるさと館収蔵品展　Life－移りゆく物語－

H24. 9.15 ～ 10.21 ふるさとの写実水彩画展　－石川憲二が描く世界－

H24.10.27 ～ 11.25 四国中央　現代アート展

H24.12. 1 ～H25. 1. 6 写真展

H25. 1.12 ～  2.10 作陶展

H25. 2.16 ～  2.24 第13回川之江高校芸術部作品展

H25. 3. 2 ～  3.31 講座生作品展

　　(2) 運　営

　一部企画展は暁雨館との共同企画により資料と来館者の地域間交流を推進し、四国

中央市の一体感の醸成を図った。

　企画展以外にも2階ギャラリーを利用したギャラリー展やロビー展を誘致し、企画

展準備期間中の来館でも何らかの展示を楽しめるようにした。

　

　２．川之江文化センター

　各種団体による講演会、展示会、研修会、学級講座、諸会合等に幅広く利用された。

　　　　【平成24年度実績】

　　　　　　貸出件数：1,018件　使用者数：33,680人（前年比 774人増）

　３．土居文化会館

　　　【平成24年度実績】

　　　　会館利用者数：49,718人（前年比△10,175人）講座開設数：11　受講生：153人　
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 　(1) ホール事業

実施年月日 事　業　内　容 参加者数/人

H24.10. 7 河島アナム＆正岡省吾アコースティックライブ 　96

H24.11.18 ユーフェスタ２０１２ 463

H24.12. 8
宝くじ文化公演 ｸﾘｽﾏｽ/ｱｳﾞｪ･ﾏﾘｱ ｻﾝｸﾄﾍﾟﾃﾙﾌﾞﾙｸﾞ

室内合奏団
　380

 　(2) 生きがい講座

　市内全域に受講を呼びかけ、抽選となる講座も多い中、平成24年度は、11講座、

受講者約153人が受講した。内、修了者は98人であった。また、3月には受講生の発

表会・作品展を開催し、大勢の発表者と多数の作品が出され、充実した発表会・展示

会となった。

   (3) 貸館事業
　年間、294日を開館し、延べ49,718人が利用した。四国のほぼ中央に位置し利用料も

低額なことから、市内住民はもとより、四国内の従業員等を集めた大会や研修会を開

催する県外事業所や団体が多くなっている。

　 (4)ロビー展

　　　　通路を活用した無料開放の「ロビー展」を11回開催し、個人やグループ活動する 

      人たちの絵画、写真、陶芸、ポスターなどの作品を展示する場を提供した。

　

　４．暁 雨 館

　　純和風建築の「暁雨館」は、郷土資料の収集・保存・調査を行い、その成果を発表す

  る場として、常設展に並行して企画展を実施した。

　　また、市内学校や各種団体の研修の受け入れを行い、情報交換、生涯学習の場を提供

　するとともに、幅広い利用の促進や庭園の整備も進めている。

　　【平成24年度実績】

　　　来館者数：4,707人（前年比△2,938人）　

　　　講座・解説案内等回数：20（前年比△23）

　　　講座・解説案内等利用者数：343人（前年比△1,428人）

　　(1)企画展等

実施期間 事 業 名　　　　　

H24. 3.29 ～  6.12 花をたのしむ

H24. 7.14 ～  9.16 宇摩を行きかう人と文化

H24. 9.21 ～ 10.14 合田加代子切り絵の世界2

H24.10.23 ～ 12.16 愛石のススメ展

H25. 1. 5 ～  2.10 安藤正楽絵画展

H25. 3.20 ～  5. 3 暁雨館　収蔵品展

　　(2)運 営

　館蔵品が少ないため、物品購入のほか貸与や寄贈もお願いし、収蔵を積極的に進め

ている。貸館事業のロビー展や企画展も随時開催した。また、市内学校や各種団体か

らの講演や研修依頼にも、改善を期すなどしながら受け入れを行い、それらを通して

情報交換・生涯学習の場を提供すると共に、暁雨館大学や赤石愛石会などの団体とも

連携を図った。

　また、高原ふるさと館との連携により、歴史資料と来館者の地域間交流を推進し、

文化面による四国中央市の一体感の醸成を図った。
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【内部評価】

　かわのえ高原ふるさと館管理・運営業務 　　改善継続

　住民の生涯学習ニーズは、高齢化と共に多種多様化しており、全てに対応することは困難

であるが、現在実施されている事業は、住民の要望を組み入れた内容となっている。

　講座参加者も、定員一杯のものもあれば、定員割れしたものもあり、更なるニーズに応え

るべく新たな講座開設の余地がある。また、受講料（1,500円／年）については、講師謝礼

等必要な経費に合わせ再検討が必要である。

　収蔵品数については、寄贈等で少しずつではあるが増加傾向にあるものの収蔵庫不足によ

り点検・整理作業が進んでおらず、状態を改善が必要となっている。

　また、光熱費の大幅な削減のため、館内の空調が訪問者にとって必ずしも十分ではない状

況となっており、改善のための予算確保が課題となっている。

　川之江文化センター管理業務 　　改善継続

　文化団体や事業者等が使用することに利便性が高い中規模ホールとして、その有効性は

保たれている。加えて、四国の中央という地の利を得てリピーターも多く、現在では必

要不可欠な施設となっている。

　ただ、施設が老朽化しており、修繕等については、将来の用途変更を見据え、市外利

用者の使用料見直し等を含め改善する必要がある。

　特に、本施設には耐震診断が義務付けられており、早急に診断と診断により必要とな

るに。

　土居文化会館管理・運営業務 　　改善継続

　市内の施設の中では比較的新しく、駐車場も完備されており、利用しやすい施設であ

る。

　講座については、応募者が定員に満たない講座、逆に定員を超える講座等様々な状況

であるが、アンケートを取るなど、市民ニーズを把握しながら講座を決めており、一定

の成果をあげている。

　地域文化を継承していく公的な事業であり、受講料1,500円は、受講者には大きな魅

力であるが、民間と比べ格差調整が必要である。

　暁雨館管理・運営業務 　　改善継続

　ふるさとの歴史や先人、自然を中心に据える生涯学習の拠点としての存在意義は高く、

県内外からも来館があり、文化を通じて当市を認知してもらえる施設である。

　採算性が見えにくい業務ではあるが、引き続き来館者の増につながる企画・展示内容

の検討を行う必要がある。
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重点施策      22  　図書館事業の推進  

 【施策概要】

生涯学習の拠点施設として、市民の教養と文化の向上に資するため、資料の整備・充実に努

め、市民が気軽に利用できる身近で親しみやすい図書館づくりに努めた。

 【実施状況】

  １．資料の整備・充実

　(1) 図書館資料の整備・充実と蔵書構成の適正化に努めた。

　(2) 郷土資料の整備・充実に努めた。

　(3) 児童・青少年図書の充実に努めた。

　(4) 多様な課題に対応する参考図書の充実に努めた。

　(5) 寄贈図書の積極的な受け入れに努めた。

　

  ２．利用者の拡大

　 (1) 広報誌及びホームページによる図書館行事のＰＲに努めた。

  (2) 読書グループ及び学校図書館等との連携を図り、読書活動の支援に努めた。

  (3) 子どもの読書活動の活性化に努めた。

  (4) ブックスタート事業の実施により、絵本の大切さ、楽しさを伝えた。

　 (5) 企画展、ロビー展の充実に努めた。

  ３．利用者サービスの向上

  (1) 川之江図書館、三島図書館、土居図書館どこでも図書の貸出・返却を受けられるサー

  ビスの実施により、利便性の向上を図った。

  (2) 児童の図書館利用促進を図るため、児童関連蔵書揃えの充実及び児童書架室の整理を 

　　 行った。

  (3) 図書館勤務職員の接遇の向上を図り、気持ちよく利用できる図書館づくりに努めた。

  ４．文化活動の推進

  (1) 読書推進団体との連携を図り、子どもの読書活動の推進に努めた。

  (2) 子どもの健全育成のため、おはなし会、読み聞かせ、紙芝居等を実施した。

  (3) 読書推進団体の活動支援に努めた。

   

     ○平成24年度蔵書冊数及び利用者数

区　分 川之江図書館 三島図書館 土居図書館 おやこ図書館 合　計

蔵書冊数 165,099冊  101,904冊 119,326冊 21,995冊 408,324冊

貸出冊数 347,332冊 269,888冊 148,289冊 13,194冊 778,703冊

利用者数 64,622人 50,416人 26,855人 9,403人 151,296人

        （注）蔵書冊数・貸出冊数・利用者数には、ビデオテープ等の視聴覚資料を含む。
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    ○平成24年度ブックスタート実施状況

区　分 実施回数 配布組数

川之江図書館 12回 287組

三島図書館 12回 297組

土居図書館 6回 102組

合　計 30回 686組

    ○平成24年度配本業務実施状況   

　配本箇所 12箇所　　

　配本延回数 183回　　

　配本延冊数 7,659冊　　

【内部評価】

　 三島図書館読書推進業務 　　改善継続

　ブックスタート事業の継続、おはなし会等の回数拡大及び児童を中心とした本に親し

むきっかけづくりや図書館への利用促進に寄与する取組の一層の充実を図っている。

　これらの結果、一昨年より増加に転じた個人貸出冊数が更に増加し、合併以来最高を記

録する等、一定の効果が認められる。

　 川之江図書館読書推進業務 　　改善継続

　ブックスタート事業、おはなし会等を実施。おはなし会の年延べ参加者数は1,365名で

年々増加している等一定の成果を上げている。

　11月から12月にかけて図書館まつりを開催し、親子で楽しむ工作やボランティアによ

るおはなし会及び朗読会等を実施した。また、図書館まつりにあわせ雑誌リサイクル市を

開催し、利用者から好評を得た。

　 土居図書館読書推進業務 　　改善継続

　ブックスタート事業、おはなし会等を実施し、図書館利用促進に一定の成果が見られた。

また、本に親しむきっかけづくりや図書館への利用促進として、毎月のテーマ別展示を

実施した。

雑誌の購入種数が市内の他の図書館と比べ1.5倍から2倍と充実している。

雑誌リサイクル市を年3回開催し、利用者から好評を得た。

　 おやこ図書館読書推進業務 　　改善継続

　テーマ別図書の展示では、読書感想文課題図書や子育てに関係した本の展示を実施し

た。

　従来より図書購入予算を増額した結果、平成19年度を境に減少傾向であった個人貸出

冊数が増加に転じ、昨年度に続き合併後最高を更新する等、効果が認められた。

　雑誌・古本リサイクル市を開催し、利用者から好評を得た。

　 配本業務 　　改善継続

　図書館から離れた地域の公民館・児童館・保育所等に配本し、生涯学習の支援を行う

事業として実施している。なお、新宮公民館、嶺南公民館の利用者数は低迷している。
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　 図書館窓口業務 　　改善継続

　資料の貸出・返却や予約受付及び読書相談や他の公共図書館との資料相互貸借等の業

務を行っており、インターネットでの予約もできる他、図書の回送により利用者の利便性

が向上した。

　また、各図書館とも児童図書をはじめ、地域ニーズに応じた資料の蔵書揃えに努めた。

　これらの結果、年貸出冊数はここ数年減少傾向であったが、昨年度は再び増加に転じ、

特に三島図書館及びおやこ図書館については、合併後最高を記録する等、一定の効果が認

められている。

　図書館選書・発注・除籍・蔵書登録業務 改善継続

　資料収集に当たっては常に新しい情報を提供できるよう努力しており、資料収集や除

籍は、四国中央市図書館資料収集基準及び四国中央市図書館除籍基準により行っている。

平成22年10月から指定管理者による管理に移行しているが、市として図書購入費は平成

21年水準を維持するよう義務付ける一方、指定管理者法人からの提案事業を承認し、特定

の種類の資料（郷土資料、おやこ図書館課題図書等）等については別途購入することと

したことから、結果として資料購入費、購入冊数等とも平成21年度及び平成22年度と比

較して増となっている。

　1件5,000円以上の高額資料については、各図書館で重複購入しないよう調整するとと

もに、家庭での不要図書を積極的に受け入れするため、広報、四国中央市ホームページへ

の掲載を行った。

　■図書館業務全般について

ブックスタートについては、市内各保健センターで行われる４か月児健診に来られた

赤ちゃんと保護者に、図書館職員とボランティアがメッセージを伝えながらブックスタ

ートパックを手渡し、本と出合える機会をつくることによって、感性豊かに成長すること

を促すとともに、絵本を通じて子育て支援を行うことを目的として実施した。

　図書館から離れた地域への配本業務については、延べ7,659冊の配本を行い、読書に親

しむ機会を提供した。

　おはなし会、読み聞かせ、紙芝居、ブックトークなどの行事を市報、四国中央市ホームペ

ージへの掲載を行い、広く市民に周知した。

　なお、各図書館で活動している読書推進団体間の連携を図るとともに、図書館を超えた

活動が出来る体制作りが課題となっている。

　平成22年10月から指定管理者による管理に移行しているが、図書館奉仕活動に実績の

ある団体・個人で構成し、かつ、特定非営利活動団体という法人としての特性を活かし、

より利用者のニーズに応じたイベントや展示の開催に努めており、概ね利用者の好評を

得られている。

52



重点施策      23  　人権・同和教育の推進  

【施策概要】

「四国中央市人権尊重のまちづくり条例」に基づき、あらゆる差別をなくし、すべての人の人

権が保障されるまちづくりをめざして、社会教育活動の中で人権・同和教育を展開した。

また、平成22年度に施策の指標として、策定した「四国中央市人権施策基本計画・推進プラ

ン」及び同年度実施した「同和問題市民意識調査」により取り組むべき課題に対処した。

【実施状況】

「市民のすべてが取り組む、あたたかい人権・同和教育の展開」を基本方針に、行政・学校・

地域社会が一体となった人権・同和教育の推進を図るとともに、「人権尊重都市宣言」及び「四

国中央市人権尊重のまちづくり条例」の趣旨に則り、お互いの人権が尊重されるまちづくりに

努めた。

　本年度の主な活動は、次のとおりである。

　　(1) 人権・同和教育会報「きずな」の発行

　隔月に全戸配布し、市内の活動内容等を紹介することにより市民の人権教育・啓

発に努めた。

　　(2) 人権・同和教育推進者養成講座及び修了者会

　全市民を対象に、5回講座（昼・夜同一内容）を開催、371名が受講し、168名が修

了した。また、修了者を対象に、養成講座が終了して半年後に開催、修了者の一層のス

テップアップを図った。（参加者43名）

　　(3) 身元調査おことわり運動

　昨年に引き続き、家庭訪問や街頭啓発などにより、市内全域に展開した。

　　(4) 地区別懇談会(ふれあい座談会)

　11月から3月まで、市内全域で、地域の集会所等203会場で、人権・同和教育地区

別懇談会の名称をふれあい座談会に変更し開催、2,348名が参加し、市民の人権意識

の高揚に努めた。

　　(5) 新転任教職員等人権・同和教育研修会

　人権意識のレベルアップを図るため、新転任教職員等人権・同和教育研修会を実

施した。

　　(6) 企業等啓発

　人権教育協議会加入の市内企業等を対象に、講演会や講師派遣を行い人権教育・

啓発の推進に努めた。

　　(7) 公民館学習会

　公民館の利用サークル等を対象に学習会を開催し、人権教育・啓発の推進に努め

た。

　　(8) 地域推進委員会の開催

　毎月、4地域で開催し、それぞれ学校教育と社会教育の連携に努めた。

　　(9) 集会所まつり・子ども会

　集会所まつりを土居地域3ヶ所で2月に開催し、200名の参加があった。また、子ど

も会学習会を市内9カ所で開催した。

　　(10) 集会所人権・同和教育学習会

　新宮地域10ヵ所の集会所において、集会所人権・同和教育学習会を開催し、40名

が参加した。
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　　(11) 人権まつり・人権のつどい

　新宮人権まつりを公民館まつりと共催で実施し、「人権クイズラリー」を行ない100

名が参加した。また、新宮人権のつどいを新宮小中学校と共催で実施し、50名が参加

した。

　　(12) 就学前人権・同和教育研究大会の開催

　平成24年度新規事業として、就学前人権・同和教育研究大会を市内3園で実施し、

215名が参加し、各地域の交流を図った。

　　(13) 研究大会参加

　全国・四国地区・愛媛県・東予地区の人権同和教育研究大会等へ参加し、人権教

育・啓発の進化を図った。

　　(14) その他

　人権のつどい(388名参加)や人権の花運動(167名参加)を実施し、街頭啓発活動な

どを11回行い(5,900名にティッシュ配布)、市民の人権意識の高揚を図ると共に、全

市職員研修を行い、リーダーとしての資質の向上に努めた。

【内部評価】

　 人権・同和教育推進業務 　　現状継続

　市民のすべてが取り組む、あたたかい人権・同和教育の展開を基本方針に、行政・学校・

地域社会が一体となった人権・同和教育の推進を図るとともに、「四国中央市人権尊重のま

ちづくり条例」及び「人権尊重都市宣言」の趣旨に則り、お互いの人権が尊重されるまちづく

りを推進した。しかし、まだまだ市民一人ひとりがこの問題を自己課題と認識するには十分

といえず、この業務は引き続き必要である。

　 人権教育団体育成事業 　　現状継続

　四国中央市人権教育協議会が、引き続き各地域の事業の統一化を図り、効率的な組織の運

用を目指しながら、市民が一丸となって取り組める事業を展開した。四国中央市としては、今

後も、人権・同和教育推進の母体として活動を支援して行く必要がある。
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 ４．外部評価委員による評価、意見 

　（１）重点施策に対しての評価、意見

重 点 施 策 評価 意　　見　　な　　ど　（順不同）

1

 教職員の資質能力と

 指導力の向上 B

①学力テスト日本一の秋田は特別なことはやっていない。ただ、

児童生徒の課題発見力、課題解決力の育成に力を入れている。

即ち教えるのではなく育てる教育であると思う。（A)

②外部研修の参加もさることながら、学期に1回程度は指導細

案を書き、校内での授業研修を実施するほうが指導力の向上

につながると思う。(B)

③管理職のリーダーシップの元、日々の地道な教育実践の中で

実践的指導力や人間的魅力を高めて欲しい(B)

④教職員の能力は良好に感じる(A)

⑤地域間の管理職の適切さがもっと必要に感じる(A)

2
 確かな学力の定着と

 向上
B

①わかる授業ではなく、見つける授業、育てる授業、認め支え

励ましあってみんなで発見の喜びを感ずる授業の創造を（B)

②学力向上のため様々な施策が講じられているが、全ては教職

員の指導力にかかっている。ここでも具体的な校内研修の充

実が最も効果的だと思われる。また、家庭教育への働きかけ

も重要な課題である。(B)

③○×（マルバツ）の結果ではなく、家庭を大切にする授業を。

一人ひとりが自分の考えを説明し、学び合うことを通して考

える力が育ち、学ぶ喜びや意欲がわくのではないかと思う。

秋田県の取組に学ぶことが多いと思う(B)

3
 生徒指導の徹底と

 健全育成
B

①年々減っていかないのが残念。家庭・社会の変化に学校は対

応しきれない。ただ、誠意を持って関わるのみ。いじめだけ

はしっかり対応を。（B)

②家庭の無理解や非協力的な場合は、民生児童委員や育成セン

ターの協力を求め、チームを組んで対応してはどうか。(B)

③適応教室において、「キャリア教育」に視点をあてた支援・

指導に力点を置き、職場体験学習を実施しているが、生きる

力をはぐくむよい取組だと思う。(B)

④教員の不登校の生徒に対する対応が早くてよい(A)

⑤しっかり向き合って対応している(A)

4
 特色ある学校づくり

 の推進
A

①特別支援学級については、以前よりずっと配慮が深い。小中

一貫校の特別な課題（コミュニケーション能力の弱さ）は、

ここだけでなく全ての学校で配慮を。毎時間の授業の中で育

てたい。（A)

②県下でも進んでいると思える。(A)

③新宮小中などの充実ぶりを感じる。(A)
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5

 健康・安全教育の

 推進、安心な学校

 づくり

A

①子どもの安全は、やってやりすぎることはない。（B)

②最近、自転車による事故が問題となっている。ヘルメットの

着用など安全指導に留意してほしい。(A)

③東予地域は土地柄か、愛媛全域で比較すると、防災マニュア

ルに対する意識などが低く感じる。(A)

6
 安全・安心な学校

 づくり
B

①校舎の耐震補強は、計画的に進んでいる。市内の学校の中で

ただ１校プールに小プールのない学校がある（関川小学校）。

調査して対応されたい。低学年児童が命を落としそうになっ

たことがある。（B)

②学校耐震化を最優先課題として積極的・計画的に推進し成果

をあげているが、さらに最大限のご尽力をお願いしたい。(B)

7
 学校教育における人

 権・同和教育の推進
A

①内部評価は素晴らしい。が、部落差別が今も行き続けている

ことを重く考えたい。退職後の教師・行政マンには地域でも

反差別の生き方が欲しい。でないと、子供への教育や市民へ

の教育が嘘になる。（A)

②児童、生徒の発達段階に適応した人権・同和教育が市内統一

されて実施されているが、更なる深化が望まれる。ただ、現

状では教職員の負担増につながっていないか、検討も必要で

はないか。(A)

③「学校教育全体の中における人権・同和教育の推進」という

視点から、主任会や研究会、研修会についての再検討が必要

であると思う。(B)

④一時期ほどではないが、地域によって温度差があるように感

じる。(A)

⑤教職員の努力が伝わる。

8 特別支援教育の推進 A

①特別支援の必要な子が増加する社会・家庭の様子によく対応

している。50人の市費支援員と教師との深い愛情に期待した

い。（A)

②市費支援員が小中合わせて49名と、多岐にわたる支援を必要

とする児童生徒に対する教育に力を注いでいることに暖かさ

を感じる。(A)

③県内のどの地域よりも優れている。(A)

④四国中央市の誇れる取組で、ずっと継続して欲しい。(A)

9 情報教育の充実 B

①パソコンによる、または携帯による不正な使い方、危険な使

い方に要注意。人を傷つけたり社会の餌食になったりしない

ように。（B)

②平成25年度に小中学校のコンピューター機器を新機種に入れ

替える必要があるとのことだが、情報教育の遅れは許されな

い時代なので是非整備してほしい。(B)

③この時期ではもっと他にもすべきことがあるのではないか。

大学生になってからでも大丈夫ではないか。(B)

10 国際理解教育の推進 A

①日本ジャンボリーでALTにお世話になった。川之江・三島合

同でもいいから消えているボーイスカウト活動の再興が欲し

い。（A)

②充実している。
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11
 幼・保・小中関連教

 育の推進
A

①就学前同和教育に参加して、幼保に差がないことがすばらし

い。幼保小中高大の先生方が子どもの育成に関わっているが、

幼保の先生が最も子どもたち一人ひとりに大切にしており、

それゆえに体罰等の問題も最も少ないことが知られている。

現在幼児教育については人権・同和教育の視点が幼保変わり

なく進んでいるところが見えて大切なことだと思っている。

（A)

②具体的な行事を通じての交流によって相互理解が深まり、望

ましい連携の在り方を感じる。(A)

③連携はとても大切である。今以上に高めて欲しい。(A)

12 へき地教育の推進 A
①地域学習が入っている。今年の県人権・同和教育研究大会で

も特別報告があった。大切にしたい。（A)

②地域の特性を生かした実践が行われていてすばらしい。(A)

13 幼稚園教育の推進 A

①幼稚園の先生方の特別支援に対する姿勢が素晴らしい。（A)

②小中学校の安定は、ここにかかっているといっても過言では

ない。(A)

14 学校給食の推進 B

①給食費悪質滞納者のうち２世帯完納、５世帯分割納付は素晴

らしい。行政・市民が協働して住みよい社会をつくるために、

決して放置すべきでない。(A)

②食育は生きる力につながる。給食指導を大切にしてほしい。

(B)

③地産地消をより積極的に推進して欲しい(B)

④給食費未納者に対する徴収の努力はうかがえるが、更に一層

のご尽力をお願いしたい。(B)

15
 少年の健全育成活動 

 の推進
A

①相談業務に従事するセンター職員の配置が、相談者のニーズ

に応えられていることが素晴らしい。小中学生の喫煙と万引

き防止には気をゆるめることなく対応したい。(A)

②少年育成センターの相談業務が、来室、電話、訪問、メール

相談と、計1334件にのぼり活躍の状況がうかがえる。できれ

ば、難しい家庭等の問題についても学校との連携を図り対応

していただきたい。(A)

③車による子ども見守り活動・青色燈の車を最近多く見かける

ようになった。活動の充実・広がりを感じる。(A)

④川之江南北中学校をはじめとするＰＴＡの健全育成に対する

姿勢が充実している。市教委もここに注目すべき。(A)

16 生涯学習の推進 B
①土居地区の成人式に出席したが、今年は本当にまじめでした。

(B)

②放課後子ども教室の意義は大きいと思う。(B)
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17 公民館活動の推進 B

①人権尊重のまちづくり条例に基づき、全ての人の人権が尊重

されるまちづくりを目指して、人権・同和教育の推進に努め

ていることが見えてきた。すばらしい。(B)

②地域社会の拠点である公民館の運営について、公設民営方式

の土居地域とそのほかの地域の運営方式を早急に一本化して

欲しい。また、館長や主事の任期について、長期に亘りすぎ

ないよう留意して欲しい。(B)

18 社会体育の推進 A

①川之江・三島地区の利用件数0や1の施設は、（改廃を）考え

てみたらどうか。（B）

②スポーツ全般に幅広く配慮している。(A)

③市内駅伝のコース決定が難航したようですが、がんばって四

国中央市の全ての地域の人が満足できるようなコースレイア

ウトをお願いしたい。(A)

19 文化活動の振興 A

①ふれあい大学は、多様でいつもすばらしい。（B）

②書道パフォーマンス甲子園やふれあい大学等、大きく報道さ

れる文化活動の反面、文化協会員の高齢化や３地区別の文化

祭開催、伝統芸能の継承等、課題も多い。新しい文化ホール

の完成が待ち遠しい。(B)

③書道パフォーマンス甲子園と新春競書大会の開催について、

運営内容等を検討しながら、更に充実させてほしい。(A)

④早く文化ホールが完成し、より充実した活動となることを願

います。(A)

20
 文化財保護事業の

 推進
B

①文化財の調査保護事業は、地味で目立たない分野であるが、

内容が多岐に亘っている。専門の学芸員１名の増員が望まし

い。四国中央市として合併10年が経過している、このあたり

で市史編纂に取り組んではどうか。(B)

②市報に「四国中央市の文化財」が特集されていた。このよう

な取組は、文化財についての啓発になるのではないかと思う。

(B)

21 文化施設事業の推進 A

①先日の人権研修の発表の中で、県内の差別事象が発生した高

校の教職員が暁雨館を研修に訪れ安藤正楽を学び、校内問題

への対応学習としていた。（B)

②文化施設事業については、市内のどの施設も住民のニーズに

応えて努力している。従って利用者も多く、各種講座などに

よって豊かな文化を享受する機会に恵まれていると思う。(A)

③土居地域は、ユーホールがあり充実しているように感じる。

逆の発想をすれば、いいことのよう思う。土居地域の特徴を

出しやすい。(A)
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22 図書館事業の推進 A

①図書購入予算を増額すると貸出冊数が増加に転じたとある。

図書は高価でありお金がかかることだが図書館事業には大切

なことだ。常に新しい情報が必要である。（A)

②市内に３館もよく整備された図書館があり、多くの市民が楽

しく利用していて恵まれた状況下にある。「かみのまち図書

館」に民間委託されたが、関係者の努力と併せて、図書購入

費の配慮など市当局の対応にも感謝したい。（A)

③施設も充実し、活動も工夫されすばらしい。これからも継続

してほしい。(A)

④素晴らしい施設。県図書館よりもいいのではないかと感じる。

ブックスタート事業もいいので、継続に努めて欲しい。(A)

⑤ここにはもっと予算を使っていいと思う(A)

23
 人権・同和教育の

 推進
B

①市内に部落差別が聞こえなくなれば（A）である。もう（A）

に近い。講座修了者、行政職員、教職員が受ける研修の機会

を増やし、差別はいけないと言う人でなく、差別をなくしよ

うと地域で活動できる人にならないと部落差別の解消は難し

い。水平者宣言から90年を経ても、今もって四国中央市に差

別が生きていることが、市の社会教育の研究会で報告されて

いる。大切に考えたい（B)

②これまで少し硬直化していた地区別懇談会の内容が変化し、

参加しやすくなった。ただ、指導、助言や締めくくりをする

人の力量にやや問題を感じる。（B)

③活動の必要性はもっともだが、担当教員の負担が大きいよう

に感じる。(A)

※評価の末尾にある（）内は、ご意見のあった評価委員個々の評価を示しています。

※各評価委員から全ての項目に対するご意見をいただいている訳ではありません。

※また、1つの項目に対し 1人の委員から複数の意見をいただいている場合もあります。

　（２）その他教育委員会への意見・提言等

○かつて合併前に関川小学校のプールで低学年の児童が溺れかけたことがあり、そのときは先生

方の対応により命に別状はなかったが、当時の少年育成センターから旧土居町の小学校全てに

小プールの整備を図るよう要望が出された。この後、他の学校の小プールは順次整備されたが、

用地確保の問題等で関川小学校だけが未整備のまま現在に至っている。かつて、プールの水位

を下げて低学年の授業を実施した際には、水の浄化装置がうまく働かず、水の衛生が保てな

かった為か保護者や子どもたちに多大な迷惑をかける事態となった。現況、市内他の小学校に

は小プールが整備されているようであり、取り残されたようになるのがよくないだけでなく、

子どもの安全安心のためにも重要な案件と考える。学校や保護者の意見を聞くなど調査の上、

事業の優先順位を決定し整備するなどの対応を急ぐべきかと思う。
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